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計画

な 等医療を取り く な が している 、 の
1 い保健医療 を て た 保険 を 持し、持 な医

療保険 を していくた には、県 ・ 者の に て、県 の健康の保

持・増進 つ な医療を 率的に する の に 、 の に

る医療に する費 の （医療費 ）を実 していく が ります。 

また県は、医療 の 保 健康保険の の とし

て、 定的な 率的な の 保等を ていること 、医療費の

に向けて保険者 医療 者等と協 ・連携を図り、 的な を たすこ

とが れています。 

栃木県医療費 （ 期 ）は、県 地域における 等を ま 、県・

・保険者・医療 ・県 等の 者が、 れ れに な取組を し、

とな て医療費 を 指していくた に定 る の す。 

計画

この は、県 の健康の保持・増進を推進するとと に、 つ な医療

を 率的に する を 保することに り、医療費 を 的 つ 的

に推進し、健 持 な医療保険 を することを 的としています。

この は、 者の医療の 保に する （ ）

の 定に づ 、 の定 る「医療費 に する施 についての

本的な 」（ 「 本 」とい 。）に する、本県の医療費 の

的な推進に する 本・実 す。 

栃木県保健医療 、栃木県健康増進 （と 健康 ）、栃木県

者 （はつ つ ）、栃木県 健康保険 、 の 保健、医

療に する と調 が保たれた す。 

この は、 を とし、 11 を とす

る す。 

なお、 期間 に な の が れた 会 に な 等

が た には、 に て の しを な 、 的に します。 

 

 

計画

的

の
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計画

本県 は、 の を 本に いて、医療費の に取り組 こととします。 

    医療費 のた の 的な取組は、 的には、 の県

の健康と医療の り を し、県 の 活の を 保・向上する

、 つ な医療の 率的な を 指す のとします。 

本県の 上の は に けて に増加した

、 ま の増加 は になる 、

は さ に が加 すると予 されま

す。こ した 、 の に した 会保 を して

いくことが り、医療保険 保険 の持 を

ていくた 、 り る地域の 会 を 的 つ 率的に活

し、医療費 を図 ていく のとします。 

（ を く。）、 の について進 を い

ます。 の には、 11 医療費

に の上、実 医療費 について を います。また、

の進 等を い、 に て の し 期 の 定に

さ る のとします。 

 （ ）

 

県

適
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計画
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この は、 に に る施 を います。 

県

（ ）  

（ ）  

（ ）  

（ ）  

医療

（ ） 化 医療  

（ ） 医   

（ ） 医 適正  

（ ） 医療  

（ ） 医療  

・ たな として、 と の健康づくりの推進、 者の の 等に

した 予防・ 予防の推進、 の 進、医療 の

的・ 率的な活 、医療・ の連携を た 的・ 率的な ー の

の推進等を 定し、取組を推進します。 

・デ タ 等を活 した 的な取組を推進します。 

医療費

・医療費 の を図る 、医療保険 分 ・ に 定する

な 、実 医療費 の について を い、医療費 の ・

向 を保険者 県 と します。 

・県は、医療費 の実 の向上を図るた 、 、保険者、医療

者等と連携し、地域の実 を ま た実 的な取組を推進するた の を

します。 

 医療 医 医 医

医 医  

 医 医 （ 医 ）

医 医  

具体的な の

の
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化 期

（ ） 計

・ 、日本の は 向を し、 には を

り とと に、 率（6 上 ）は 6 になると推 されてい

ます。 

・また、 の のす ての が となる には、 上の

は1 を 、 （ ） には 1 になると推 されています。 

・ 者（6 上）と （ 6 ）の 率 た 、 1

には の 者を 1 る とな ていましたが、

には、 の 者を 1 、 には、 1

る になると まれています。 

 化 

（ ） 計 （ 計）

・本県の については、 は1 1 6 り、

には1 になると推 されています。 

医療費

栃木県医療費適正化計画（４期計画） 

  

の の 化と保険者への期

（ ） の推 と 推計

・ 年、日本の 人 は を し、令和2 (204 )年には 人を

り むとともに、 （ 人 ）は3 になると推 されてい

ます。 

・また、 の のす ての が となる令和 (202 )年には、 の人

は1 を め、令和2（204 ）年には 21 になると推 されています。 

・ 者（ ）と （20 4 ）の で た 、 和2 (1 0)年

には 人の 者を 10人で支 る となっていましたが、令和 (2020)

年には、 人の 者を 1 人で、令和2 (204 )年には、 1 4人

で支 る になると まれています。 

2-1-1 の の 化 

令和 年 省 国 、令和 （202 ）年 国 会保 ・ の 推計 （令和５年推計）

・本県の 人 に いては、令和 (2020)年は1 3 3,14 人で り、令和

2 (204 )年には1 人になると推 されています。 

医療費を取り 状と
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 県 化

栃木県 計 （ 計）

・ の 率については、 、 木 （ ）が

く、上 （ 1 ）が くな ています。 

・さ に が進 する には、 木 （ ）が

く、さく （ 1 ）が くなると推 されています。 

 化 計

栃木県 計 （ 計）

29.8 

32.6 

38.6 

上

（ ）
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（ ）

化

・加 に い、 の の が こり すくなり、 ・

、 活 の な が、 を く となりま

す。 

・ の 活 調査に ると、 が とな た な に

は、 、 に る 等の ・ に する のと

等の 活 が ります。 

・ に ると、加 に い、 ・ に する が くな てい

ます。 

   （ ） 

                 

４  

7%

8% 6% 8%
3%

6%

3%

0% 60%

（ ）

（ ）

（ ）
（ ）

3%

7%

3%
3%
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化 医療 化

・ 1 に 定した地域医療 （ の医療 に する ）

において、本県の医療  は、 に い増加し、特に 期、 医療等

の増加が くなると予 されています。 

 県 医療 医療 計（医療 ） 

栃木県 医療 （ ）  

・「が 」「 」「 」「 」「 」は、

の となる が く、これ の の入 医療 （ 期、

期、 期の ）は、 増加すると予 されています。 

 県 医療

栃木県 医療 （ ）  

 医療 療 医療 （ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 期 期 期 医療

 

1,498 

(14.8%)
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（ ） 化

・医療保険 に加入者 の推移を ると、 者保険 6 は 横 い

り、 健康保険は 、 期 者医療は増加の 向が ります。 

 医療          県

       期 医療

     

医療          栃木県  

期 医療

・医療保険、 保険 、保険者 に向けた が図

れる 、県は 健康保険の の として、地域の予防（

予防）、健康、医療等の施 推進について、 的な りが れていま

す。 

・ 県に されている保険者協議会においては、 （ デ

ータ ー ） （ 保データ ー ）な の「 データ」を活 し

なが 地域の医療費等を分析し、保険者の連携に る 的な施 の が

れています。

・本県においては、健康 と づくり推進県 会議 栃木県保険者協議会等

に り、保険者の取組の推進を図 ています。 

  

期 医療

3

期 医療
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県 療

（ ）県

県

・本県の は と 実に ていますが、 1 6 、  

を ています。 

・本県の健康  は、 と 実に ています。 

     

県  

 （ 栃木県） 

費 費

 期 （

期 ） 期  
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栃木県（ ） 栃木県（ ）

（ ） （ ）

（ ）

（ ）

66

68

栃木県 栃木県
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・ の本県における の は、

（ ）、 （1 ）、 （11 ）、

（ ）とな ており、 活  とされる は、健康にと て

な とな ています。

 県  

４ 計  

・ 調 率  は 向に りますが、本県 は、特に

を上 ています。 

 （ ） 

 計  

 

 計

 

 

0

100

500

600

栃木県

栃木県

栃木県
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県  
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 （ ） 

計  

( )

・ の本県における 活 とされる の 者 は、

す。 

・ に ると、 が上がるにつれて 活 の 者 は増加

し、6 16 と とな ています。 

・また、 は、 が 、 い が

とな ています。 

 県   

 

栃木県

栃木県

栃木県

（ ）

（ ）

（ ）

悪性新生物

栃木県

悪性新生物

国

心 疾 患

栃木県

心 疾 患

国

脳血管疾患

栃木県

脳血管疾患

国
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( )

・ については、 、 者 の増加が とな ています。

県 健康・ 調査の は、医 と れたこ

とが る の は、 、 1 す。 

 医 （ ）  

栃木県 県  

・県 の 析 者 は増加しており、 1 の 1 た

りの 者 は と り くな ています。 析導入 者の

を る の が 1  り、 を 療しない（

療） すると、 な が すくな てい

ます。 

・ 保険者が 等の の い加入者に して りつけ

医等と連携して保健指導等を ことに り、 を予防する取組が が

ています。 

  

医 計 療 栃 木 県

 

期  

 
 

 

 

 

 

5

15

25

35

４（ ）

63

136

342

55

123

162

233
256

（栃木県）

（栃木県）

（ ）

（ ） （ ）

（ ）
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( ) に関する状況

・ に いては、 年、 者数の増 が課題となっています。令和

(2022)年度県 健康・ の では、 と言 れたこ

とが る人の は、 で 23 0 、 で 14 です。 

2-2-  医 から と言 れたことが る の （20 ）  

栃木県 県 健康・  

・県内の 者数は増 しており、令和３(2021)年の人 10 人 た

りの 者数は 342 人と 国 り くなっています。人 者の

を る の が ※10 で り、 を しない（

）で すると、 な が やすくなってい

ます。 

・ や保険者が 等の の い 者に して り け

等と して保健 等を行うことに り、 を する取組が広が

っています。 

2-2-8 者 の推  

法 医 会 計 会 が国の 療法の 況 、 法 栃木県 推進協会

※10 、 、 経 とと に３ の と り、 の状 が

期 すること こる。進行すると やむ みが れ、 が と る。 
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 （ ） 

計  

( )

・ の本県における 活 とされる の 者 は、

す。 

・ に ると、 が上がるにつれて 活 の 者 は増加

し、6 16 と とな ています。 

・また、 は、 が 、 い が

とな ています。 

 県   

 

栃木県

栃木県

栃木県

（ ）

（ ）

（ ）
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( ) 県

・ 16 と を して「 者の 」は、 は

、 は しています。 

・「 日 たりの 取 」については、 は 、 は し

ています。 

・「 日 たりの 取 」については、 は し、 は

りま 。 

・「 上の者の 者の 」については、 ・ と に して

います。 

・「日 活における 」については、 ・ と に しています。 

  

栃木県 県  

   

栃木県 県  

 

 

 

 

 

 

5

15

35

45

（ ） （ ）

（ ） 栃木県（ ） 栃木県（ ４ ）（ ）

 

 

 

 
 

 

4

14

（ ） 栃木県（ ） 栃木県（ ４ ）（ ）
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栃木県 県  

  

栃木県 県  

  

栃木県 県  

 

 

 
   

（ ） 栃木県（ ） 栃木県（ ４ ）（ ）

 

 

 

 

 

 

（ ） 栃木県（ ） 栃木県（ ４ ）（ ）

（ ） （ ）

（ ） 栃木県（ ） 栃木県（ ４ ）（ ）
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( ) 県

・ 16 と を して「 者の 」は、 は

、 は しています。 

・「 日 たりの 取 」については、 は 、 は し

ています。 

・「 日 たりの 取 」については、 は し、 は

りま 。 

・「 上の者の 者の 」については、 ・ と に して

います。 

・「日 活における 」については、 ・ と に しています。 

  

栃木県 県  

   

栃木県 県  

 

 

 

 

 

 

5

15

35

45

（ ） （ ）

（ ） 栃木県（ ） 栃木県（ ４ ）（ ）

 

 

 

 
 

 

4
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（ ） 栃木県（ ） 栃木県（ ４ ）（ ）
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( )

・ 、 ま の 保険者 者に

する （ タ ー ）に した特定健康診

査の実施が保険者に け れています。 

・特定健康診査は、 活 の を 期に し、 の を ま

て 動 活等の 活 を すた の特定保健指導を こと

、 活 の予防・ につな る の す。 

・ 1 の本県の特定健康診査の実施率は 6 り、 の

実施率と すが、 期 の に ない い す。 

・保険者 の実施率は、 保が県 の実施率を ています。 

    （ 栃木県） 

 

    （栃木県） 

 

53.1
55.6 56.5

56.5

35

55

65

3

栃木県

（ ）

（ ）

      

      

      

栃木県

（ ）

（ ）
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( )

・保険者には、特定健康診査の に づ 、 活 の 定（

）を い、 定の に する者について、特定保健指導を こ

と け れています。 

・ 1 の本県の特定保健指導の実施率は り、

を上 ていますが、 期 の には ない い す。 

・保険者 の実施率は、 健康保険協会が県 の実施率を ていま

す。 

   （ 栃木県）  

 

   （栃木県） 

 

            

  

   
   

   
 

栃木県 栃木県

（ ）

栃木県

（ ）
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( )

・ 、 ま の 保険者 者に

する （ タ ー ）に した特定健康診

査の実施が保険者に け れています。 

・特定健康診査は、 活 の を 期に し、 の を ま

て 動 活等の 活 を すた の特定保健指導を こと

、 活 の予防・ につな る の す。 

・ 1 の本県の特定健康診査の実施率は 6 り、 の

実施率と すが、 期 の に ない い す。 

・保険者 の実施率は、 保が県 の実施率を ています。 

    （ 栃木県） 

 

    （栃木県） 

 

53.1
55.6 56.5

56.5

35

55

65

3

栃木県

（ ）

（ ）

      

      

      

栃木県

（ ）

（ ）
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・が 診 診率は、 間 等と連携した 、 に しての 進的な

取組 の 等に取り組 ました。 

・本県の 診率は、 に て、 が 、 が は い に る のの、

が 、 が 、 が については い す。 

・栃木県が 推進 （ 期 ）の は していま 。 

 

 

・定期的に 健診を 診する の は、県 健康・ 調査の は、

は 6 した。 1 の （ 1 ） 増

加していますが、 16 の （ り しています。 

・栃木県 保健 本 （ 期 ）の は していま 。 

 期  

栃木県 県  

35.4

41.744.3 45.7 43.1

４

 

 
 

4

（ ）
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（ ）

・ 保険者においては、 等の予防・健康づくりに向けて、特定健康診 

査・特定保健指導の に、 活 の 予防、データ 11 

等に づく保健 、予防・健康づくりのた の加入者等を とした

の 、 の 、健康なま ・職 づくりに向けた取組 1 が実施され

ています。 

・ においては、 予防に る に取り組 とと に、 が

な の ー に た 予防 を進 ています。 

・ 期 者医療 域連 と は、 者が る

の な に し、 な につな るた の 者の保健 と

予防の 的実施に取組 います。 

・ は、 予防 いの の取組とい た 予防 におい

て、 本 期 者の 等を した健康 の実

施 指導、 を な 、 的実施の取組が が ています。 

・ 域連 は、 等を活 して県 の健康 を し、

を とと に、 会を して の取組を しています。 

・県 は、 の 向上 予防の取組の動 けをは 、 職

と連携した の 的な 予防 、 の に向け

た取組を実施しています。また、地域における保健 と 予防の 的実

施の取組 として、と 予防 ー 職） と

予防 ーター ー ー）を し、 の活 を 進しています。 

（ ）

・ は、 のお れが る の ま を予防するた 、予防

に づく定期の予防 を実施し、 者 の の

等に取り組 います。 

・県 は、予防 に する しい の を とと に、栃木県予防

ターにおいて、地域の医療 は が な予防 者

、 予防上、特に と る者 の予防 を実施することに り、

の実施 を しています。 

・県、 栃木県医 会は、県 が いる に りつけ医を

している 等、 いる 定期予防 を けることが る

、「定期予防 の り入れ 」を連携して実施し、県 が予防

を け すい を しています。 

 

計画  

 県 医療費適正化  
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・が 診 診率は、 間 等と連携した 、 に しての 進的な

取組 の 等に取り組 ました。 

・本県の 診率は、 に て、 が 、 が は い に る のの、

が 、 が 、 が については い す。 

・栃木県が 推進 （ 期 ）の は していま 。 

 

 

・定期的に 健診を 診する の は、県 健康・ 調査の は、

は 6 した。 1 の （ 1 ） 増

加していますが、 16 の （ り しています。 

・栃木県 保健 本 （ 期 ）の は していま 。 

 期  

栃木県 県  

35.4

41.744.3 45.7 43.1

４

 

 
 

4

（ ）
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・ 活 の となる 、 活、 動 、 な が、特に く

において な とな ていますが、 の 活 の に り

が こされることを ると、予防のた の取組は、 を

ての において す。また、 活 を した 、 の

を防 ことは、 の の療 活の を保つた に す。 

・ がない に な 診が 、保健指導 療 指導に づ

活 の取組を けることが る な

す。 

・保険者において、 を とした特定健康診査・特定保健指導が実施

されていますが、 く を に の実施率は い とな ています。 

・ 活 予防のた には、特定健康診査・特定保健指導を活 し、 活

の を にすること 、 の を していくことが

り、実施率の向上を図る取組が す。 

・地域において保健 予防に る医療・ の 職が、 者

の保健 と 予防の 的実施についての を 、 と連携

を図り、 者の 予防 予防に して、 り 的・ 率的に

ていくことが れています。 

・加 に い、 動 に る 者、 者が増加すること

、 動 （ ー ）の予防 者の と

の 持向上（ ー 予防）等、 者 が の予防に

するとと に、 等における取組を推進することが す。 
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（ ）医療

療

・ の 者調査に ると、県 の推 入 者 は 1 、推 

入 者 は す。 

・推 入 者の 、6 上は り、 1 を ています。 

 県 計                                        （ ）

 

医療

医療

・本県の医療施 の推移を ると、 は しており、 診療

診療 は横 い 向 す。 1 たり と す

ると、い れ を ています。 

・ は 増加しており、 1 たり すると、本県は  

と の す。 

 医療         県  

医療 （ ４ ） 

                    （ ） 

医療  

療 療 療

（ ）

0
2000 2022

療

療

国

5.7 6.5
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（ ）医療

療

・ の 者調査に ると、県 の推 入 者 は 1 、推 

入 者 は す。 

・推 入 者の 、6 上は り、 1 を ています。 

 県 計                                        （ ）

 

医療

医療

・本県の医療施 の推移を ると、 は しており、 診療

診療 は横 い 向 す。 1 たり と す

ると、い れ を ています。 

・ は 増加しており、 1 たり すると、本県は  

と の す。 
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                    （ ） 
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療 療 療

（ ）
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・ 活 の となる 、 活、 動 、 な が、特に く

において な とな ていますが、 の 活 の に り

が こされることを ると、予防のた の取組は、 を

ての において す。また、 活 を した 、 の

を防 ことは、 の の療 活の を保つた に す。 

・ がない に な 診が 、保健指導 療 指導に づ

活 の取組を けることが る な

す。 

・保険者において、 を とした特定健康診査・特定保健指導が実施

されていますが、 く を に の実施率は い とな ています。 

・ 活 予防のた には、特定健康診査・特定保健指導を活 し、 活

の を にすること 、 の を していくことが

り、実施率の向上を図る取組が す。 

・地域において保健 予防に る医療・ の 職が、 者

の保健 と 予防の 的実施についての を 、 と連携

を図り、 者の 予防 予防に して、 り 的・ 率的に

ていくことが れています。 

・加 に い、 動 に る 者、 者が増加すること

、 動 （ ー ）の予防 者の と

の 持向上（ ー 予防）等、 者 が の予防に

するとと に、 等における取組を推進することが す。 
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医療 （医 医 ）

・本県の医療 者 の推移を ると、医 は 増加していますが、

1 たり は、 県 は に しています 1  。 

・ 医 ・ 増加 向に りますが、 1 たり は、本県

は を ています。 

 医 医  

医 医 計

・ 職 、 増加しています。 1 たりの 職 を 職

に ると、保健 、 は を上 ていますが、 、

は を ています 1  。 

医療

・県は、地域医療 の実 を 指すた 、「栃木県医療 保推進協議

会」 地域医療 域 1  との「地域医療 調 会議」を し、医療・

をは とする 者間 「地域医療 保 」の 的な活

の活 に る取組の進 の な を ています。 

医

医

( ) 医

・ 医 の （ ー 16 ）は増加しており、本県は を

上 ています。 

・県 の 医 の （ ー ）は、 とに 増

加していますが、地域に て が ります。 

 県 医  

  

 県 医療 医療 （ 医療 ）

 医 （ 医 医 医 ）
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 医 （ ）  

医療費  

 医 （ ）

医療費  

( )

・ 1 において、保険 されている は 16 分

す 1 。 「医療費 推 ー 」を に の

を すると、本県 は、 に ー 上

た 分 は 分 り、 ている 分 （16

分 分）を上 ています。 

 

・保険者において、 データを活 し、加入者に して 医 の

に る の を する（ ）等の取組が が ています。 

・ において、県 保険者の において

（ ）が されています。 

  

 県 医療費適正化  

栃木県

（ ）

（ ）

上

木 計

（ ） 県
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・ 医 ・ 増加 向に りますが、 1 たり は、本県

は を ています。 
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医 医 計

・ 職 、 増加しています。 1 たりの 職 を 職

に ると、保健 、 は を上 ていますが、 、

は を ています 1  。 

医療

・県は、地域医療 の実 を 指すた 、「栃木県医療 保推進協議

会」 地域医療 域 1  との「地域医療 調 会議」を し、医療・

をは とする 者間 「地域医療 保 」の 的な活

の活 に る取組の進 の な を ています。 

医

医

( ) 医

・ 医 の （ ー 16 ）は増加しており、本県は を

上 ています。 

・県 の 医 の （ ー ）は、 とに 増

加していますが、地域に て が ります。 

 県 医  

  

 県 医療 医療 （ 医療 ）

 医 （ 医 医 医 ）
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医 適正

・本県の を けていた者 を けていた者 1  は、い れ

り ない す。 

・本県の を けていた者の 、 者が を ています。 

 医療 （ ）（ ） 

  

医療費適正化計画 栃木県  

 （ ）（ ） 

  

医療費適正化計画 栃木県  

 医療費適正化計画 医療
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   （ ） 

医療費適正化計画 栃木県  

 

・保険者が加入者に して 指導等を ことに り、 の医療

して の を ける等の について、加入者の ・ 診

を す取組が が て ています。 

・ には、県 保険者の において 指導等の取組が実

施されており、保険者 は、健保組 、 期 者医療、 保

保組 取組が実施されています。 

・保険者は、 の実 に て、 ・ 診 は のい れ 、 る

いは れ を組 た に り 者を し、 等 の指導を実

施しています。 

医療

医療

・ が しいとい デ が ることが指 されている医療について

は、 、 の 療における の につ

いて、「 （ ） （ 16- ） 1」に づ

く医療 者の取組等に て が して ており、 は「

（ ） （ - ）」に づ 、 の

に向けて なる取組が進 れます。 

 県 医療費適正化  

 

４

計画 ４

（ ）  
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医 適正

・本県の を けていた者 を けていた者 1  は、い れ

り ない す。 

・本県の を けていた者の 、 者が を ています。 

 医療 （ ）（ ） 

  

医療費適正化計画 栃木県  

 （ ）（ ） 

  

医療費適正化計画 栃木県  

 医療費適正化計画 医療
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医療 医療

・ 療 の の実施については、医療 の 入 に地域

が ることが指 されています。 

・ について、 「 期医療費 ー 等」に づ

いて すると、 1 の の の実施率は、県 は

6 り、 の実施率 6 1 を ています。 

・また、 療 について、 「医療費 推 ー 」に づい

て すると、本県における 1 の 療 の の

率（ ） は 1 り、 （1 ）を上 ています。

・ の診療 定において の が さ

れ、 者の の に り 断な の が すること

、 が すること 医療費を する が期待されています。 

・ の について、 「 期医療費

ー 等」に づいて すると、 の

間の の 率は、県 は 1 り、 の 率

を ています。 

医療

医療

・医療と の を とする 者が、 れた地域 、 分 しい

しを り けることが る 、 医療と を 的に するた

に、医療 と 等の 者との協 ・連携を推進することを 的と

して、 において、 医療・ 連携推進 が実施されています。 

・ の 者調査に ると、本県における を とした入 の

療率（ 1 ）は 上が く、 の 特に が い

とな ています。また、 の 療率については、 上 に増

加 向を していますが、 上の は入 と に い に るこ

と 、 は 者が 療する としての が い と ます。 

・ 1 の し 診 診率 は、本県は 1 り、

の を上 ています。 

    

期

 

 県 栃木県
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   療 （ ） 

 

医療 化

・ の医療 の に した を 率的・ 的に するた に

は、栃木県地域医療 を ま 、 の医療 を に活 し、

の分 連携等の取組を 進していく が ります。 

・また、 期の療 については、入 医療の 入 医療（ 診療）

地域 る づくりが れます。 

・加 て、 域の特 地域実 は れ れ なること 、地域 の ー

ま なが 、 域の実 に た の を図 ていく が

ります。 

・ 者 は、加 に 的 の に り、 療の 期 の

とい た特 に る、 の医療 の 診 診の 向が

れ、 者の 、 者 くな ています。 

・ な地域 医療 ー を け、 して 活 る 、 りつけ医、

医、 、 を持つことの に する県 の を なが 、

の定 を図る が ります。 

・ の が くなることに り、 に る健康 が す

る が くなる れが るとと に、 の が指 されています。 者

にと て つ 的な に する 、 医と連携した、 りつけ

、 等に る医 の の取組を推進していく が ります。 

（ ）
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医療 医療

・ 療 の の実施については、医療 の 入 に地域

が ることが指 されています。 

・ について、 「 期医療費 ー 等」に づ

いて すると、 1 の の の実施率は、県 は

6 り、 の実施率 6 1 を ています。 

・また、 療 について、 「医療費 推 ー 」に づい

て すると、本県における 1 の 療 の の

率（ ） は 1 り、 （1 ）を上 ています。

・ の診療 定において の が さ

れ、 者の の に り 断な の が すること

、 が すること 医療費を する が期待されています。 

・ の について、 「 期医療費

ー 等」に づいて すると、 の

間の の 率は、県 は 1 り、 の 率

を ています。 

医療

医療

・医療と の を とする 者が、 れた地域 、 分 しい

しを り けることが る 、 医療と を 的に するた

に、医療 と 等の 者との協 ・連携を推進することを 的と

して、 において、 医療・ 連携推進 が実施されています。 

・ の 者調査に ると、本県における を とした入 の

療率（ 1 ）は 上が く、 の 特に が い

とな ています。また、 の 療率については、 上 に増

加 向を していますが、 上の は入 と に い に るこ

と 、 は 者が 療する としての が い と ます。 

・ 1 の し 診 診率 は、本県は 1 り、

の を上 ています。 

    

期

 

 県 栃木県
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医療

・医療 の 的・ 率的な活 を図るた 、 が しい等の指 が る医

療 医療 の 入 に地域 が る医療については、 の診療に た医

の 断に づく の ることを 分に ま 、医療 者と連携して取り

組 が ります。 

・ の活 を 進するた には、保険者をは 、県、医療 者

等が分 調 等 の の 期 て、実 を しなが 取組を す

る が ります。 

医療

・医療と の 的な ー を する 者の増加が まれる 、

れた医療 の を 的・ 率的に組 た ー を す

ることが れます。 

・ 者に い の取組として、 し 診 診率の向上を図るた

の取組、 の 期 期における の 、 の医療・

の 連携 な 診 等の取組を推進していくことが す。 
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３ 医療費の動

（ ）医療費の状況

国 医療費

・国 は年 増 し、 2 (2014)年度 令和３(2021)年度までの 年

で 40 4 0 と 4 2 、10 4 増 しています。 

・ の 、 者 は、14 1 1 と 2 、1 増

しており、 時 の国 の を大 く っています。 

2-3-1 医療費の動  

省 国 医療費 期 者医療事業年  

表 2-3-1 国 医療費等の 年                            （ ）

省 国 医療費 期 者医療事業年  

・年 国 人 たり は、年 が くなるに れて増 していま

す。 では年 3 で るのに し、 では年

と 2 2 の が ります。 

2-3-2 年 国 たり医療費の状況 

1 85
6

1
2

1 5
7

2
12

2 5
17

2 1
22

2 14
26

2 15
27

2 16
28

2 17
2

2 18
3

2 1
1

2 2
2

2 21
3

国民医療 61 4 5 4 5 1 8 3 2 3 1 3 8 5 2 2 8 2 3 3 2 4 8

高 者医療 12 7 6 6 3 5 1 6 5 2 1 4 4 1 6 4 2 2 5 3 8 2 3 1

7 2 8 6 2 6 1 4 8 1 5 2 1 3 3 8 2 2 3 5 2 4
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医療

・医療 の 的・ 率的な活 を図るた 、 が しい等の指 が る医

療 医療 の 入 に地域 が る医療については、 の診療に た医

の 断に づく の ることを 分に ま 、医療 者と連携して取り

組 が ります。 

・ の活 を 進するた には、保険者をは 、県、医療 者

等が分 調 等 の の 期 て、実 を しなが 取組を す

る が ります。 

医療

・医療と の 的な ー を する 者の増加が まれる 、

れた医療 の を 的・ 率的に組 た ー を す

ることが れます。 

・ 者に い の取組として、 し 診 診率の向上を図るた

の取組、 の 期 期における の 、 の医療・

の 連携 な 診 等の取組を推進していくことが す。 
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省 令和３年 国 医療費  

県の医療費

県 の状況

・本県の は、 2 (2014)年度には , 0 でしたが、令和３(2021)年

度には ,421 となり、 年 で 14 、10 増 しています。この

は、 における国 の 10 4 り い を していま

す。 

・令和３(2021)年度の本県の 人 たり は 国 を るものの、

は 国 り くなっています。 

2-3-3 県の医療費の推  

省 国 医療費 、 省 医療費適正化計画推計 により栃木県 、 

省 医療費（医療 関 ） 者 等により 省保険
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３ 医療費の動

（ ）医療費の状況

国 医療費

・国 は年 増 し、 2 (2014)年度 令和３(2021)年度までの 年

で 40 4 0 と 4 2 、10 4 増 しています。 

・ の 、 者 は、14 1 1 と 2 、1 増

しており、 時 の国 の を大 く っています。 

2-3-1 医療費の動  

省 国 医療費 期 者医療事業年  

表 2-3-1 国 医療費等の 年                            （ ）

省 国 医療費 期 者医療事業年  

・年 国 人 たり は、年 が くなるに れて増 していま

す。 では年 3 で るのに し、 では年

と 2 2 の が ります。 

2-3-2 年 国 たり医療費の状況 

1 85
6

1
2

1 5
7

2
12

2 5
17

2 1
22

2 14
26

2 15
27

2 16
28

2 17
2

2 18
3

2 1
1

2 2
2

2 21
3

国民医療 61 4 5 4 5 1 8 3 2 3 1 3 8 5 2 2 8 2 3 3 2 4 8

高 者医療 12 7 6 6 3 5 1 6 5 2 1 4 4 1 6 4 2 2 5 3 8 2 3 1

7 2 8 6 2 6 1 4 8 1 5 2 1 3 3 8 2 2 3 5 2 4
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 県 医療費（ ） 

医療費  

期 医療

・ 期 者医療費は、 1（ ） の 保険 の導入 1（ ）

が 上 上に 間 的に 上 れた

、 的に しましたが、 1 、 期 者  の増加

に い、 期 者医療費 増加しています。 

・ 1 の を 1 の 保険 の施 と

すると、 の 上 に 、 期 者は 、 期

者医療費は とな ています。 

・ 1 の本県の たり 期 者医療費は り ない

す。診療 に ると、本県は、入 、入 と 、

を ています。 

 県 期 医療 期 医療費  

医療 期 医療   

 計画 期 医療

 

県

（ ）

医 （ ）
医 （ ）

（ ）

（ ）

医療費

（ ）（ ）
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省 令和３年 国 医療費  

県の医療費

県 の状況

・本県の は、 2 (2014)年度には , 0 でしたが、令和３(2021)年

度には ,421 となり、 年 で 14 、10 増 しています。この

は、 における国 の 10 4 り い を していま

す。 

・令和３(2021)年度の本県の 人 たり は 国 を るものの、

は 国 り くなっています。 

2-3-3 県の医療費の推  

省 国 医療費 、 省 医療費適正化計画推計 により栃木県 、 

省 医療費（医療 関 ） 者 等により 省保険
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３ 医療費の動

（ ）医療費の状況

国 医療費

・国 は年 増 し、 2 (2014)年度 令和３(2021)年度までの 年

で 40 4 0 と 4 2 、10 4 増 しています。 

・ の 、 者 は、14 1 1 と 2 、1 増

しており、 時 の国 の を大 く っています。 

2-3-1 医療費の動  

省 国 医療費 期 者医療事業年  

表 2-3-1 国 医療費等の 年                            （ ）

省 国 医療費 期 者医療事業年  

・年 国 人 たり は、年 が くなるに れて増 していま

す。 では年 3 で るのに し、 では年

と 2 2 の が ります。 

2-3-2 年 国 たり医療費の状況 

1 85
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7
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12

2 5
17
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22
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26
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27
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28
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2
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3

国民医療 61 4 5 4 5 1 8 3 2 3 1 3 8 5 2 2 8 2 3 3 2 4 8

高 者医療 12 7 6 6 3 5 1 6 5 2 1 4 4 1 6 4 2 2 5 3 8 2 3 1

7 2 8 6 2 6 1 4 8 1 5 2 1 3 3 8 2 2 3 5 2 4
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表 2-3-3 県の たり年 期 者医療費（ ・ ・ ） 

省 令和３年 期 者医療事業年  

ウ 年 医療費の状況

・ 県国 健康保険 会が、令和 (2022)年６月 として取り っ

た県内 の国 健康保険 者 の （ ・ ）で

は、年 が くなるに れて、 や 、 や

の が増 めるな 、 に める の が くなっ

ています。 

・ 者では特に の が くなっています。 

2-3-  栃木県 国保 期 者医療における年 ・ 医療費 

国 健康保険        期 者医療  

栃木県国 健康保険 会 令和４年 国 健康保険 計表・令和４年６月  

栃木県 期 者医療 令和４年 期 者医療 計表・令和４年６月 に 

栃木県  

県 国

833 （ 0 ） 1

う 医療費 3 2 （3 ） 6

う 医療費 01 （2 ） 1

う 医療費 28 （36 ） 36

たり年 期 者医療費

（ ） 医療費に 医 の 事療 ・ 活療 費を、 医療費に 費を、
  医療費に の 事療 ・ 活療 費を む。
（ ）内 国における 。
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・令和 (2022)年６月 の 者 の に ると、 の

に いては、 、 、 、 、 といっ

た や の める が くなっています。 

2-3-6 県の 期 者医療費 

栃木県 期 者医療 令和４年 期 者医療 計表・令和４年６月 に 

栃木県  

（ ）

・ 社会に するため、 とも、良 な を 的に し

なが 、 の を 的に推進していくことが め れます。 

・ の や は、県 の ※2  を さ るの な 、 の増

を こします。 

・ 受 等に る ・ は、 に る や の 題が

されるとともに、 の増 にも ながります。 

・県 人 とりが、 の健康 くりや （ ）に取り組む う、ま

た、 した は に を受け れる うに健康の保 ・増進を ると

ともに、 要の に した の や 者にとって ・ な

の 用を推進することが め れます。

※2    （ イ ）の 。 活の の と される。 の が や

、 からその の の や を ようとする 、 方。
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表 2-3-3 県の たり年 期 者医療費（ ・ ・ ） 

省 令和３年 期 者医療事業年  

ウ 年 医療費の状況

・ 県国 健康保険 会が、令和 (2022)年６月 として取り っ

た県内 の国 健康保険 者 の （ ・ ）で

は、年 が くなるに れて、 や 、 や

の が増 めるな 、 に める の が くなっ

ています。 

・ 者では特に の が くなっています。 

2-3-  栃木県 国保 期 者医療における年 ・ 医療費 

国 健康保険        期 者医療  

栃木県国 健康保険 会 令和４年 国 健康保険 計表・令和４年６月  

栃木県 期 者医療 令和４年 期 者医療 計表・令和４年６月 に 

栃木県  

県 国

833 （ 0 ） 1

う 医療費 3 2 （3 ） 6

う 医療費 01 （2 ） 1

う 医療費 28 （36 ） 36

たり年 期 者医療費

（ ） 医療費に 医 の 事療 ・ 活療 費を、 医療費に 費を、
  医療費に の 事療 ・ 活療 費を む。

（ ）内 国における 。
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本県の と 、 が定 る 本 を ま 、県 の健康の保

持・増進 医療の 率的な を推進する 、この における を定 る

こととします。 

は、 的な を定 た と、取組 を とした施 の

として、 の に向けた取組を こと 医療費 を 指す の す。 

（ ）県

   
 

（ ）

 

（ ）

   

県 とりが、 の健康 を し、 活 の に取り組

、特定健康診査・特定保健指導の実施率を向上さ ることが す。 

本県 は、 1 の実施率が の と すが、 期 の

を していない す。このた 、 期 の を 持し、県

の実施率を と 上とします。 

 期 （ 栃木県）

適  

   
 

（ ）

 

（ ）

   

本県 は、 1 の実施率が を上 ている のの、 期

の を していない す。このた 、 期 の を 持

し、県 の実施率を と 上とします。 

 期 （ 栃木県）

  
適  

計画期 医療費
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（ ）

 

（ ）

（ ） 
  

活 の ・ 予防には、特定保健指導 者 を さ るこ

とが す。 

本県 は、 1 における特定保健指導 者の の 率（

）が （1 ）を ている を ま 、 期

の を 持し、県 の 率を と 上とします。 

期 期 療 化

   
 

（ ）

ー イン

（ ４ ） 

 
 

 

    

   

    

    

  

が は、 お に が しており、本県においては、 間1

を る が していますが、医療の進 等に り、が の 率は

を ています。このた 、が に した 、 期に 療を けることが

り、 期に するた にが 診を けることが す。 

また、が 診の実施は、 保険者における特定健康診査・特定保健指導の

実施率向上に する等、 者の取組が ま て、 い予防 を することが

期待 ること 、 期 の を 上 て取組を推進します。 
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本県の と 、 が定 る 本 を ま 、県 の健康の保

持・増進 医療の 率的な を推進する 、この における を定 る

こととします。 

は、 的な を定 た と、取組 を とした施 の

として、 の に向けた取組を こと 医療費 を 指す の す。 

（ ）県

   
 

（ ）

 

（ ）

   

県 とりが、 の健康 を し、 活 の に取り組

、特定健康診査・特定保健指導の実施率を向上さ ることが す。 

本県 は、 1 の実施率が の と すが、 期 の

を していない す。このた 、 期 の を 持し、県

の実施率を と 上とします。 

 期 （ 栃木県）

適  

   
 

（ ）

 

（ ）

   

本県 は、 1 の実施率が を上 ている のの、 期

の を していない す。このた 、 期 の を 持

し、県 の実施率を と 上とします。 

 期 （ 栃木県）

  
適  

計画期 医療費



栃木県医療費適正化計画（４期計画） 35

栃木県医療費適正化計画（４期計画） 35

医 化

   
 

（ ）

 

（ ）

医

化  

  

は、 な の を る 険 る 、

した には な の な を こすこと 、

者に する医療 の 診 、保健指導等の取組が す。 

このた 、「栃木県 予防 」に づ 、保険者に る

りつけ医と連携した 予防の取組を推進することを とします。 

   
 

（ ）

 
 

と はお いに を すとされています。 

と の健康づくりは、 に たる健康の保持・増進に くことの ない

の り、 活 等の予防な に する の す。 

りつけ 医を持 、定期健診を けることの について、保険者等と

連携して を い、 し の 期 ・ 期 療に る と の健康

づくりを推進します。 

また、本県 は、 健診を 診する の増加の を6 上とします。 

動 は、 な の につながる のの、予防が る

な 険 の つ す。 

が 等の 活 予防のた 、 率の 動 のない

会の実 に向け、 に取り組 ことを とします。 

 栃木県 （ 県

医療費適正化 ） 

 栃木県 計画 期計画 期計画
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に たりい い と な を るた には、 者における

を し、 動 と の健康を 持していくことが す。 

このた 、加 に る を予防するた の健康づくり 予防

（ ・ 防 ）に取り組 ことを とします。 

者に する の ・ 予防・ 予防の推進に た ては、 者

が の を すること 、加 に 的、 的 会的な を

ま ることが ること 、 の予防と 活 の 持の

に たる に し、保健 と 予防を 的に実施していくことが

す。 

このた 、県は と連携し、 期 者医療 域連 と が実施する

者の保健 と 予防の 的実施を推進することを とします。 

予防 は、 のお れが る の ま の予防に り、医

療費 に つながります。 

このた 、予防 の 率向上に向けた 的な に取り組 ことを

とします。 

県

活の 動 の定 には、県 とりが 的に、 ること

取り組 くことが す。 

また、 の の 活 健康 は、 して の健康 に

く を ること 、 の 健康的な 活 を につけること

が す。 

このた 、 活 に向けた 的な を実施するとと に、 ・

・ 等と連携した けを ことを とします。 
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医 化

   
 

（ ）

 

（ ）

医

化  

  

は、 な の を る 険 る 、

した には な の な を こすこと 、

者に する医療 の 診 、保健指導等の取組が す。 

このた 、「栃木県 予防 」に づ 、保険者に る

りつけ医と連携した 予防の取組を推進することを とします。 

   
 

（ ）

 
 

と はお いに を すとされています。 

と の健康づくりは、 に たる健康の保持・増進に くことの ない

の り、 活 等の予防な に する の す。 

りつけ 医を持 、定期健診を けることの について、保険者等と

連携して を い、 し の 期 ・ 期 療に る と の健康

づくりを推進します。 

また、本県 は、 健診を 診する の増加の を6 上とします。 

動 は、 な の につながる のの、予防が る

な 険 の つ す。 

が 等の 活 予防のた 、 率の 動 のない

会の実 に向け、 に取り組 ことを とします。 

 栃木県 （ 県

医療費適正化 ） 

 栃木県 計画 期計画 期計画
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（ ）医療

医療

化 医療

の進 に い、 り な地域において「 し る医療」の 保

が れています。 増加する 者の の 期的な療

活の 等の する医療 ー に に しなが 、 地域において れ

れの特 を活 した の分 連携 、 医療・ ー な

の地域における医療・ の を推進することを とします。

医

医

   
 

（ ）

 

（ ４ ）

医  

（ ） 
  

本県 は、 の が を上 ていますが、 医

の は医療費 に を すること 、 、 の増加に

取り組 のの、 期 の を ることがない 、 期 の

を 、 ー 上とします。 

なお、 は、 に ー の を、 ー 等の を

ま すこととしています。このた 、本県の については、 の たな

を ま 、 に すこととします。 

   
 

（ ）

 

（ ）

（ ） 

 

 

 

 

に 議 定された「 と の 本 」  

を ま 、 11 ま に の 上 た

分 が の 分 の6 上とします。 

 ４

医療費適正化



栃木県医療費適正化計画（４期計画） 38

栃木県医療費適正化計画（４期計画） 38

医 適正

医 適正 医療

・ は、 に る健康 を こす 険 が る 、 な の

されます。 

者にと て つ 的な に する 、医 の に向け

た 者 医療 者に する 、保険者に る取組を推進することを

とします。 

医療

医療 県 医療

の 、 療 の の実施、 の

等の に り、医療 を 的・ 率的に活 することは、医療費

につながります。 のた 、これ の取組に して、県 医療 者に する

に取り組 ことを とします。 

医療

医療

医療と の を とする 者が、 れた地域 分 しい しを

けることが る 、地域の医療・ を が連携して、 的

つ 的な 医療・ を することが ること 、 が実施する

医療・ 連携推進 の取組を します。 

また、 の進 に い、 増加が まれる 者の について、

し 診の 診率向上に向けた をは 、 の 期にお

ける の 、 の医療・ の 連携 な 診 等を推進する

ことを とします。 
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（ ）医療

医療

化 医療

の進 に い、 り な地域において「 し る医療」の 保

が れています。 増加する 者の の 期的な療

活の 等の する医療 ー に に しなが 、 地域において れ

れの特 を活 した の分 連携 、 医療・ ー な

の地域における医療・ の を推進することを とします。

医

医

   
 

（ ）

 

（ ４ ）

医  

（ ） 
  

本県 は、 の が を上 ていますが、 医

の は医療費 に を すること 、 、 の増加に

取り組 のの、 期 の を ることがない 、 期 の

を 、 ー 上とします。 

なお、 は、 に ー の を、 ー 等の を

ま すこととしています。このた 、本県の については、 の たな

を ま 、 に すこととします。 

   
 

（ ）

 

（ ）

（ ） 

 

 

 

 

に 議 定された「 と の 本 」  

を ま 、 11 ま に の 上 た

分 が の 分 の6 上とします。 

 ４

医療費適正化
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計画期 医療費

本 は、県 の健康の保持・増進 医療の 率的な の推進に する

を 、 に向けた施 を推進することに り、 の として、医療

費の が れる のと ています。 

本 は、 の定 る 本 に い、「医療費 推

ー 」を いて、医療費の たり保険 の推 を いました。 

（ ） 県 医療費

・ 11 における本県の医療費の は、本 に る取組に

り を した は と推 されます。医療費 に

連する取組について を 持した （ ）には 6 と推

されるた 、6 の医療費 が まれます。 

 県 医療費適正化  

医療費適正化計画 計 栃木県  

入 医療費の推  

入 医療費は、 の医療費の 、 特定健診・特定保

健指導の実施率 、 医 の の

の に る 地域 の の 予防

医 の の取組を実施することに加 、 医療 の 的・

率的な活 の を り 推 しています。 

入 医療費の推  

入 医療費は、地域医療 に づく の分 ・連携の推進に る

に づいて推 することとされており、 の 者 の た

り医療費（推 ）を に推 しています。

             

 
  

  
  

  
  

  

 
  

  
  

 
 

 
 

  

2,000

2,400

2,800

3,200

3,600

4,000

4,400

4,800

5,200

5,600

6,000

6,400

6,800

7,200

7,600

適正化 適正化 適正化 適正化 適正化 適正化 適正化 適正化 適正化 適正化 適正化 適正化 適正化

(2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029)

（ ）

（ ）

7,436.6

7,373.2

6.8

14.0

15.0

7.5

18.4

1.7

7,360

7,380

7,400

7,420

7,440

63.4
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（ ）医療 医療費

・ 11 の医療保険における 分 の医療費の につい

て、本 に る取組に り を した 、 保は 1 、

期 者医療は 、 者保険等は と されます。 

・また、 保 期 者医療における たり保険 の につい

て、 保は 6 1 、 期 者医療は と されます。 

 医療 医療費 計 

医療費適正化計画 計 栃木県  

医療保険における 分 の医療費 たり保険 の推  

医療保険における 分 の医療費は、本県の医療費 分

の医療費 を に推 しています。 

また、 たりの保険 は、 分 の医療費 を に、 の保

険 等の 定 に り 的に しています。このた 、実 の保険

とは なります。 

なお、 者保険等については、加入者の 地が の 地と なり県

をまたい することが いこと 、「医療費 推 ー 」に

る が るた 、 していま 。 

（ ） （ ）

(2024) (2025)

適正化

適正化

適正化

適正化

適正化

適正化

医療

医療費
 

期 医療
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計画期 医療費

本 は、県 の健康の保持・増進 医療の 率的な の推進に する

を 、 に向けた施 を推進することに り、 の として、医療

費の が れる のと ています。 

本 は、 の定 る 本 に い、「医療費 推

ー 」を いて、医療費の たり保険 の推 を いました。 

（ ） 県 医療費

・ 11 における本県の医療費の は、本 に る取組に

り を した は と推 されます。医療費 に

連する取組について を 持した （ ）には 6 と推

されるた 、6 の医療費 が まれます。 

 県 医療費適正化  

医療費適正化計画 計 栃木県  

入 医療費の推  

入 医療費は、 の医療費の 、 特定健診・特定保

健指導の実施率 、 医 の の

の に る 地域 の の 予防

医 の の取組を実施することに加 、 医療 の 的・

率的な活 の を り 推 しています。 

入 医療費の推  

入 医療費は、地域医療 に づく の分 ・連携の推進に る

に づいて推 することとされており、 の 者 の た

り医療費（推 ）を に推 しています。

             

 
  

  
  

  
  

  

 
  

  
  

 
 

 
 

  

2,000

2,400

2,800

3,200

3,600

4,000

4,400

4,800

5,200

5,600

6,000

6,400

6,800

7,200

7,600

適正化 適正化 適正化 適正化 適正化 適正化 適正化 適正化 適正化 適正化 適正化 適正化 適正化

(2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029)

（ ）

（ ）

7,436.6

7,373.2

6.8

14.0

15.0

7.5

18.4

1.7

7,360

7,380

7,400

7,420

7,440

63.4
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 （ ） 医療費 

医療費 の推 については、「医療費 推 ー 」に て

される 1 の医療費（推 ）6 6 を推 （

11 ）の医療費の を推 する の として いる。

 医療費 

医療費  

1 の たり医療費（推 ） 11

ま の たり医療費の 率 11 の本県推 に り、

11 の医療保険に る医療費を し、 定の （診療 定等の

を ）を い、 医療費 ー の医療費の を推 する。 

 

特定健診 診者の 、特定保健指導の となる者の が 1

11 において ないと 定し、また、特定保健指導に

る を たり 6 と 定し、 に り 定する。 

（ ）

医療費 計  

医療費 

医 （ ）  

1 における 医 の る 医 を て 医 に

た の の を いて、 に り 定

する。 

 

医療費 計  

医療費 計  

 

分 とに、 1 における を て に

た の の を いて、 に り 定す

る。 

 

×（ ）

医療費 計  

医療費 計  

   

（ ）   

参考：医療費見込みの具体的な算出方法
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化  

の 予防の推進に る については、 1 の本県

における 上の の たり医療費が を ること 、

を上 る 県の の地域 率を に する。 

医療費

  医療費 計  

医療費   

適正化  

1 における 医療 上 分の医 の を け

ている 者 を いて、 に り 定する。 

医療 費 医療 費 費

 医 療   

医療費 計  

医療費 

医 適正化  

1 における 分の医 を 上 されている 6

上の 者 と たりの調 費等を いて、 に り 定する。 

費

 

医療費 計  

医療費 

適正化  

1 の の 療において され

た に る調 費等を いて、 に り 定する。 

費

医療費 計  

医療費 

適正化  

1 の本県における の入 の実施 と

の実施 の を いて、 に り 定する。 

県  

×（ 県 ）

   医療費

医療費 計  

医療費 

 県   
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 （ ） 医療費 

医療費 の推 については、「医療費 推 ー 」に て

される 1 の医療費（推 ）6 6 を推 （

11 ）の医療費の を推 する の として いる。

 医療費 

医療費  

1 の たり医療費（推 ） 11

ま の たり医療費の 率 11 の本県推 に り、

11 の医療保険に る医療費を し、 定の （診療 定等の

を ）を い、 医療費 ー の医療費の を推 する。 

 

特定健診 診者の 、特定保健指導の となる者の が 1

11 において ないと 定し、また、特定保健指導に

る を たり 6 と 定し、 に り 定する。 

（ ）

医療費 計  

医療費 

医 （ ）  

1 における 医 の る 医 を て 医 に

た の の を いて、 に り 定

する。 

 

医療費 計  

医療費 計  

 

分 とに、 1 における を て に

た の の を いて、 に り 定す

る。 

 

×（ ）

医療費 計  

医療費 計  

   

（ ）   

参考：医療費見込みの具体的な算出方法
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化 療 適正化  

1 の本県における 療 の入 の実施 が を

ること 、 を上 る 県の実施 の の地域 率を

に する。 

化 療  

 化 療 （ ）   

医療費 計  

医療費 

 医療費 

が医療 施 （ ） の の

の 定に づいて する の 分 との たり医療費

に、地域医療 （ の 分 との 者 ）を に さ

れた 11 に まれる の 分 との 者 の を

、 、 に する医療費を加 て 定する。 

４ 医療 医療費 

期間 の における医療保険に る 県医療費の推 に、

県 推 等を いて推 した 分 の加入者 を に

した 分 の医療費 を て する。 

  

健康保険 期 者医療 について、 の

たりの保険 に、 期間 に まれる たり保険 の 率の

推 を た に、 （ の導入）に る たり保

険 の を加 て する。
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県

（ ）県 化

県は、県 が を て して健康 い い と すことが る 、県

の健康増進 な保健医療を する の 保、 者の予防（ 予防）に

向けて、地域の予防・健康、医療、 の施 を推進します。 

また、県が 健康保険の の ること 、医療費 を図

るた の取組において保険者 医療 者等の協 を なが 、 的な を

たしていくことが れています。本 の に向けて、 のとおり保険者

の に向けた 施 横断的な取組の 実を図り、県 の健康の保持 医

療の 率的な の推進に取り組 ます。 

化

栃木県保険者協議会について、県は栃木県 健康保険 連 会とと に

を い、保険者 の的 な を て、 的、 率的な施 を

図ります。 

保険者 に る保険者に する の 実 データの

活 に り、保険者の取組の の 進を図ります。 

（ ）

な 、 保険者が する健康 医療等に する の 活

に向けて、データ分析・活 に た の に取り組 ます。 

４ 県
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化 療 適正化  

1 の本県における 療 の入 の実施 が を

ること 、 を上 る 県の実施 の の地域 率を

に する。 

化 療  

 化 療 （ ）   

医療費 計  

医療費 

 医療費 

が医療 施 （ ） の の

の 定に づいて する の 分 との たり医療費

に、地域医療 （ の 分 との 者 ）を に さ

れた 11 に まれる の 分 との 者 の を

、 、 に する医療費を加 て 定する。 

４ 医療 医療費 

期間 の における医療保険に る 県医療費の推 に、

県 推 等を いて推 した 分 の加入者 を に

した 分 の医療費 を て する。 

  

健康保険 期 者医療 について、 の

たりの保険 に、 期間 に まれる たり保険 の 率の

推 を た に、 （ の導入）に る たり保

険 の を加 て する。
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（ ）

は、 に な保健 ー の実施 として、地域 の保健・

医療・ に する 保健 ・ ー ・ を実施す

るとと に、保険者として、特定健康診査、特定保健指導 データ に

づく保健 を 的に実施することが れます。 

また、 保険の保険者として、施 ・ ー ー な の

実、 予防に向けた取組の推進な が れます。 

保険者は、加入者の健康の保持・増進のた 、特定健康診査 特定保健指導、デ

ータ に づく保健 を 的に実施することが れます。 

の 、 者が 定期健康診断との連携を図り、特定健康診査等を に実

施すること 、 保険者の実 に て、 活 の 予防 医 の

進、医 の に向けた取組を実施することが れます。

医療

医療 者は、 な 的 を し、医療 保健指導を ること

に て、県 の健康な 活を 保する を ています。また、医療 ・医

会等は、地域 に の る医療を し、地域保健・医療を推進する

を ています。 

医療 者は、こ した の を 分 し、県が 定する保健医療 に

定 る医療連携 に協 するとと に、地域における医療等の に

し、 な を ことが期待されます。また、 者が 医 の をし

すくするた の の に ること、さ には、医 の に向

けた医 的 を ことが期待されます。

者・ 等は、 に定 れた定期健康診断等の 者の健康

保に する を 実に実施し、保険者の に て健康診断の を す

るとと に、 ー ・ ・ に した職 の に ることが

れます。 

また、健康診断の 、 査 は 査を が る 者に して、

査の 診を するとと に、医 に 査の を する けるこ

とが れます。 

者等は、地域医療における を し、医療 等との連携を す

ること ー の 実を図るな 、地域における医療・ の に協

します。 
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県

県 は、 の健康づくりに 的に取り組 、 な 療 動に ることが

す。 

「 分の健康は 分 つくる」とい を持 、 の加 に て る

の 等を して に健康の保持・増進に ることが り、県

とりが日 健康診査の 等に し、 な 動・ 、 のとれ

た な 健康な日 活を ることに り、 活 の予防に るこ

とが れます。加 て、 ー 、 等の 会活動 加す

ることが、 の健康づくりにつながると期待されます。 

また、地域の医療 を に活 するた 、 の医療 を に し、

の る りつけの医 等を持 、 の 断を なが 、 に た

な医療を けることが まれます。 

（ ）

この を 実に推進し、医療費の を実 していくた には、 ての

者が、 れ れの を 分に し、 な 会を て 的に連携・協 を

図り、取り組 ことが す。 

、特定健康診査・特定保健指導の実施率の を するた には、 進

等の を な 、県、 、保険者 医療 な の

者が、連携・協 を し、取り組 いく が ります。 

また、地域医療 等を推進していくた には、 医療と の連携した取組

が なこと 、 、医療 者、 者等の連携・協 が

る上、県 の と な 療 動が れます。 
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（ ）

は、 に な保健 ー の実施 として、地域 の保健・

医療・ に する 保健 ・ ー ・ を実施す

るとと に、保険者として、特定健康診査、特定保健指導 データ に

づく保健 を 的に実施することが れます。 

また、 保険の保険者として、施 ・ ー ー な の

実、 予防に向けた取組の推進な が れます。 

保険者は、加入者の健康の保持・増進のた 、特定健康診査 特定保健指導、デ

ータ に づく保健 を 的に実施することが れます。 

の 、 者が 定期健康診断との連携を図り、特定健康診査等を に実

施すること 、 保険者の実 に て、 活 の 予防 医 の

進、医 の に向けた取組を実施することが れます。

医療

医療 者は、 な 的 を し、医療 保健指導を ること

に て、県 の健康な 活を 保する を ています。また、医療 ・医

会等は、地域 に の る医療を し、地域保健・医療を推進する

を ています。 

医療 者は、こ した の を 分 し、県が 定する保健医療 に

定 る医療連携 に協 するとと に、地域における医療等の に

し、 な を ことが期待されます。また、 者が 医 の をし

すくするた の の に ること、さ には、医 の に向

けた医 的 を ことが期待されます。

者・ 等は、 に定 れた定期健康診断等の 者の健康

保に する を 実に実施し、保険者の に て健康診断の を す

るとと に、 ー ・ ・ に した職 の に ることが

れます。 

また、健康診断の 、 査 は 査を が る 者に して、

査の 診を するとと に、医 に 査の を する けるこ

とが れます。 

者等は、地域医療における を し、医療 等との連携を す

ること ー の 実を図るな 、地域における医療・ の に協

します。 
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（ ）県

保険者は、 （ ） 特定健康診査 特定保健指導を実施し、

診 等に る実施率の向上 活の 、 動 の定 に る な を

して特定保健指導 者 の に取り組 ました。 期 は、これ

ま の取組に加 、保険者と 等とが連携した特定健康診査の実施 、特定保

健指導 の の導入な 、さ なる 的な取組を います。 

 県  

県は、 、県 に特定健康診査等の について を実施して

いくとと に、保険者に して、 の動向 特定健康診査等の 的な取組 な

について、栃木県保険者協議会等を て します。また、特定健康診

査等の実施率向上のた 、 保険者に する 的な 、 りつけ医と連

携した 診 が る 、 等と調 を います。 

特定健康診査等に携 る医 ・保健 ・ 等に しては、 ・

の向上のた 、「健診・保健指導の 」に て、

を実施する 、 の活 に る 的 つ 率的な特定健康診査等の取組

実施率の向上を推進します。 

計画 化

保険者は、加入者の健康の保持・増進に向けて、 等のデータを活 し

たデータ を 定し、 に て 率的 つ 的な保

健 を実施します。 

 県  

県は、栃木県保険者協議会等を 、 等のデータを活 し、保険者とと

に地域の を にし、健康づくりの推進に向けて を します。また、栃

木県医 会 栃木県保険者協議会と連携して、 予防 の

取組を に実施 る 保険者を します。 

県は、栃木県保険者協議会と連携し、県 保険者間の連携・協 を図り、

の横 的な保健 等に取り組 、健康づくり 診等に向けた

県 の 動 に がる保健 を推進します。 

また、保険者間の連携・協 に する 、 等のデータ活 に た

ては、保険者横断的な分析に取り組 ます。
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は、健康の保持・増進、 活 の予防、 期 ・ 期 療を図るた

、健康 、健康 、 指導の 、が 診、 診、 し

診、 診等の健康増進 を実施するとと に、 が な

者の な ー に た ー を するた 、 予防・日 活

等の 予防 を実施します。 

これ の は、 の健康増進の となる ること 、 保健、職

域保健等を た と連携し、 的な が れます。 

また、 は、予防 に づく定期の予防 の実施 として、 つ

率的な予防 の実施を図り、 の に ます。 

 県  

県は、 が実施する健康づくり 予防 について 的な取組となる

、 に する職 の の 、データ分析 な の 的な

を実施します。 

また、予防 に する取組については、 率の向上に向け、 予防に

する しい の を 、 の 動向の調査 の 、実

施 る 間の連携を します。 

期 者医療 域連 と は、 者が る の な に

し、 な を た 、 期 者の保健 を 保険の地域

健康保険の保健 と 的に実施します。 

また、加 に 動 、 の 等の に し、

防 活 等の 予防な の 的 （ ー ）

に取り組 、 いの 等 の 的な （ ー ー ）と

して、 予防の 健康 、健康 な に取り組 ます。 

 県  

県は、 期 者医療 域連 と の取組を し、 者の保健 と 予

防の 的実施の取組を 進するた 、 の横 健康保険 連 会

と連携して ・分析等を います。 

県は、「と 健康 1 （ 期 ）」の 本 向に た を

することに り、 に たり健康 い い と る、 活 る 健康

と を することとしています。 

健康 と の実 に向けて、県 とりが の健康づくりに 的に

取り組 る 、また、 会の な が県 の健康づくり に 的に

る 、 ・ 等との連携 しなが 、県 動を 、 的な施

を ・ します。
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（ ）県

保険者は、 （ ） 特定健康診査 特定保健指導を実施し、

診 等に る実施率の向上 活の 、 動 の定 に る な を

して特定保健指導 者 の に取り組 ました。 期 は、これ

ま の取組に加 、保険者と 等とが連携した特定健康診査の実施 、特定保

健指導 の の導入な 、さ なる 的な取組を います。 

 県  

県は、 、県 に特定健康診査等の について を実施して

いくとと に、保険者に して、 の動向 特定健康診査等の 的な取組 な

について、栃木県保険者協議会等を て します。また、特定健康診

査等の実施率向上のた 、 保険者に する 的な 、 りつけ医と連

携した 診 が る 、 等と調 を います。 

特定健康診査等に携 る医 ・保健 ・ 等に しては、 ・

の向上のた 、「健診・保健指導の 」に て、

を実施する 、 の活 に る 的 つ 率的な特定健康診査等の取組

実施率の向上を推進します。 

計画 化

保険者は、加入者の健康の保持・増進に向けて、 等のデータを活 し

たデータ を 定し、 に て 率的 つ 的な保

健 を実施します。 

 県  

県は、栃木県保険者協議会等を 、 等のデータを活 し、保険者とと

に地域の を にし、健康づくりの推進に向けて を します。また、栃

木県医 会 栃木県保険者協議会と連携して、 予防 の

取組を に実施 る 保険者を します。 

県は、栃木県保険者協議会と連携し、県 保険者間の連携・協 を図り、

の横 的な保健 等に取り組 、健康づくり 診等に向けた

県 の 動 に がる保健 を推進します。 

また、保険者間の連携・協 に する 、 等のデータ活 に た

ては、保険者横断的な分析に取り組 ます。
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（ ）医療

化 医療

県は、 地域において れ れの特 を活 した の分 連携、

医療・ ー な の地域における医療・ の を推進するた 、県

の 等の医療 の分 ・連携を推進します。 

また、 医療・ に る 職 協 のた の の 保・ 、 医療に

る 間の連携の 実・ に向けた取組 の 、 医療推進

ターに る 医療・ 連携に る の に ます。 

医

者 医療 者が して 医 を ること 、

医 等の が り 進されます。 

保険者が加入者に して実施している 医 の に る の

の取組は、 医 の 進につながる が されており、 的な実施

が れています。 

 県  

県は、 者 医療 者が して 医 を る

、 医 の 分析等の を した 医 の

に する をさ に 進するとと に、 ー に する医療

者 の 進を図ります。 

保険者における取組を するた 、 医 等の 保険者の取組

に する 等に ます。 

また、「 と健康の 間」等の な 会を て、県 の を います。 

 医 医療

適 医 医 医療
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医 適正

医と りつけ ・ 等との連携の 、 者の の 的・

的な の を 医 的 ・指導等に り、医 の

が図 れます。 

保険者においては、 の医療 して の を ける等の に

ついて、 の実 に た加入者の 診・ を す取組が れていま

す。 

、 保険 の 等に り、医療 1が進 、 者本 の 診・

等に づいた り な医療（ ・ の防 な ）を けること

が となり、医療費の につながることが期待されます。 

 県  

県は、 りつけ医、 医、 、 の を図るた 、県 に して、医

療 者との連携の 、 な な 会を活 し、 りつけ医等の と

について を実施するとと に、県 が に りつけ医等を

る 、 が する医療 を て、医療 における 医

療 の な の を り すく します。 

また、 医療 りつけ医 の な の の い に する

を するた 、県 会と連携して 的な を実施し、 の

向上と りつけ の 実に ます。 

さ に、 りつけ ・ の 本的な を し、地域 に る 的な

健康の 持・増進を 的に する健康 ー 定 を活 し、医

の の なる推進に取り組 ます。 

・ の については、 の が となる 導入を

推進する 、 者 が を、いつ 、 こ 入 し、 等

な 指導等を け れる 、お （ を 。）の 進を図るな

、 の 実に ます。 

保険者における 等 の取組を するた 、県 の な 療 動の

進に向けた 的な取組 に る 等に ます。 

また、 保険 医療 ・ を 診等することに り、 者本 の 診・

等に づいた り な医療を けることが になるな の を

県 医療 者 し、 保険 の活 の 進を図ります。 

 

 医療 適化

医療 化 医療
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（ ）医療

化 医療

県は、 地域において れ れの特 を活 した の分 連携、

医療・ ー な の地域における医療・ の を推進するた 、県

の 等の医療 の分 ・連携を推進します。 

また、 医療・ に る 職 協 のた の の 保・ 、 医療に

る 間の連携の 実・ に向けた取組 の 、 医療推進

ターに る 医療・ 連携に る の に ます。 

医

者 医療 者が して 医 を ること 、

医 等の が り 進されます。 

保険者が加入者に して実施している 医 の に る の

の取組は、 医 の 進につながる が されており、 的な実施

が れています。 

 県  

県は、 者 医療 者が して 医 を る

、 医 の 分析等の を した 医 の

に する をさ に 進するとと に、 ー に する医療

者 の 進を図ります。 

保険者における取組を するた 、 医 等の 保険者の取組

に する 等に ます。 

また、「 と健康の 間」等の な 会を て、県 の を います。 

 医 医療

適 医 医 医療
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医療

県は、 が しい等の指 が る医療 医療 の 入 に地域 が る医療

について、医療 の 的 つ 率的な活 を図るた の な取組を し、実

施します。 

の について、 が するデータ等を いて地域における

の の に 、県 医療 者 の を います。 

療 の の実施について、地域の実 を するとと

に、 に する に ます。 

の活 について、県 医療 者 の ・ に取り組 ます。 

医療

は、 医療と の れ のない を するた 、地域の実 に

て を活 し、取組 の 実を図りなが 、 的に取り組

ことが れています。 

 県  

県は、 域健康 ターに する「 医療推進 ター」を

に、 の に た な に る 、医療・ の 職が

者の の に た 的・ 率的な取組を る 、 等を実施

し、 の ・ の向上を図ります。 
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計画

（ ） 計画

県は、 の 実な実施に向けて、医療費のデータ 保険者における医療

費 に 連する取組 を し、 に づく の進

の ・ を います。 

に づく の ・ の実施に た ては、

者等に て される栃木県医療費 協議会において、施 の取組

等を し、 の進 に する調査・分析等を います。

（ ）

県は、 に た の を するた 、 の と を

く 、 の進 を し、 の を 表します。

（ ）

県は、 期 の る 11 に、実 医療費 の

について調査 的な 分析を い、 定的な を 表します。 

また、 期 の 期間の る 1 には、保険者協議会

の を ま 、実 医療費 の について 的な実 を

い、 の を 表します。

（４）

県は、 進 の を ま 、 に て を するた に

取り組 施 等の について し、 の取組に します。 

また、 期間の に の の調査・分析については、 の

を栃木県医療費 （ 期 ）の 定に活 します。 

 計画

計画

年度
令和６

（2024）
令和７

（2025）
令和８

（2026）
令和９

（2027）
令和10
（2028）

令和11
（2029）

令和12
（2030）

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

３期計画
実績評価
公表・報告

４ 期 計 画 期 間

目標の進捗管理及び公表（毎年度）

５期計画
の策定

５期計画
の実施

４期計画
暫定的な評価
公表・報告

４期計画
実績評価
公表・報告

栃木県医療費適正化計画（４期計画） 51

医療

県は、 が しい等の指 が る医療 医療 の 入 に地域 が る医療

について、医療 の 的 つ 率的な活 を図るた の な取組を し、実

施します。 

の について、 が するデータ等を いて地域における

の の に 、県 医療 者 の を います。 

療 の の実施について、地域の実 を するとと

に、 に する に ます。 

の活 について、県 医療 者 の ・ に取り組 ます。 

医療

は、 医療と の れ のない を するた 、地域の実 に

て を活 し、取組 の 実を図りなが 、 的に取り組

ことが れています。 

 県  

県は、 域健康 ターに する「 医療推進 ター」を

に、 の に た な に る 、医療・ の 職が

者の の に た 的・ 率的な取組を る 、 等を実施

し、 の ・ の向上を図ります。 
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計画

（ ） 医療

医療費の を実 するた には、県、 、保険者、医療 等の 者が、

の を 分に し、 いに連携・協 しなけれ なりま 。 

県は、 者が の 、本 に づく医療費 に向けた施 ・取組

を る の に ます。 

（ ）県

医療費 に向けた取組の推進には、県 の健康づくり な 療 動

な 、 とりが「 分の健康は 分 つくる」ことを して 動することが

り ること 、県は、県 の 活 動 を すた に、

を ー ー 等に する 、 の を して く県 に する

な 、 な 会を て県 の 進に ます。

計画

（ ）

医療費 に た取組には、 を横断する が いこと

、 が 分に の を図るとと に、「栃木県保健医療 」 「栃

木県健康増進 」、「栃木県 者 」、「栃木県 健康保険 」

等との調 を保 なが 、 を推進します。 

また、 の連携を図り、 者の ・協 を て、取組を推進する

が ること 、栃木県医療費 協議会の を 分に ま 、実

の る取組を 保します。 

（ ） （ ）

域健康 ター（保健 ）は、 を しなが 地域の医療

の連携 医療 と ー 者等との連携を 進するな 、地域の医

療連携 の に向け、 的な を たします。 

また、地域の保健・医療・ に する 分析を とと に 等

に し 的な に ます。 
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計画

（ ） 医療

医療費の を実 するた には、県、 、保険者、医療 等の 者が、

の を 分に し、 いに連携・協 しなけれ なりま 。 

県は、 者が の 、本 に づく医療費 に向けた施 ・取組

を る の に ます。 

（ ）県

医療費 に向けた取組の推進には、県 の健康づくり な 療 動

な 、 とりが「 分の健康は 分 つくる」ことを して 動することが

り ること 、県は、県 の 活 動 を すた に、

を ー ー 等に する 、 の を して く県 に する

な 、 な 会を て県 の 進に ます。

計画

（ ）

医療費 に た取組には、 を横断する が いこと

、 が 分に の を図るとと に、「栃木県保健医療 」 「栃

木県健康増進 」、「栃木県 者 」、「栃木県 健康保険 」

等との調 を保 なが 、 を推進します。 

また、 の連携を図り、 者の ・協 を て、取組を推進する

が ること 、栃木県医療費 協議会の を 分に ま 、実

の る取組を 保します。 

（ ） （ ）

域健康 ター（保健 ）は、 を しなが 地域の医療

の連携 医療 と ー 者等との連携を 進するな 、地域の医

療連携 の に向け、 的な を たします。 

また、地域の保健・医療・ に する 分析を とと に 等

に し 的な に ます。 
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計画

  

日 
医療費 に する施 についての 本的な  

の の

日 栃木県医療費 協議会  

11 日 栃木県医療費 協議会  

1 日 栃木県医療費 協議会  

1 日 

6 日
保険者協議会との協議の実施 

1 日 

日
・ 県 の の実施 

日 栃木県医療費 協議会  
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栃木県医療費適正化計画

 

No.     

1 

保健医療

栃木県医 会 会    

2 栃木県 医 会    

3 栃木県 会 会    

4 栃木県 協会 会    

5 栃木県 会 会    

6 栃木県 協会 会    

7 
健康診査

等実施者

栃木県 保健 会 会    

8 栃木県保健  
 

医療  
保  

9 

医療 

保険者 

栃木県 健康保険 連 会    

10 健康保険組 連 会栃木連 会  上  

11 健康保険協会栃木     

12 栃木県 期 者医療 域連     

13

 

者 

医     

14 協医     

15 栃木県議会 
活保健

会  
  

16

 

栃木県 会   

17 栃木県 会 木    

（ ・ ） 
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県 医療費適正化

 

、 保険者における医療費 に 連する取組が されており、

1 に 会議において取りまと れた「 ・

表 」においては、データ の の進 に たり、保

険者 の 指 の推進等が れた 、 1 1 に「日本健康

会議 1 」において された「健康なま ・職 づくり 」に て、

等における取組が推進されています。 

、栃木県 の 保険者における医療費 に 連する取組の実施

を するた 、「栃木県医療費 定のた の保険者取組 調査」（

、「保険者取組 調査」とい 。）を実施しました。 の 調査は （ 1 ）

に実施しており、 の取組 の推移等を、県 の健康の保持 医療の 率

的な を推進する 、地図 図表等に り「 る 」しました。 

 

  医療費 本 を ま 、 の 連指 について調査しました。 

  

  

   計画  

   （ ） 

                  （ ）  

化             

                 

                 

４ 計画        

 

       

    

医              

適正 適正          

  

本 に している県 データの は、「保険者取組 調査」 り、

が なるデータに しては、図表に を しています。

 医療費 適正化
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栃木県医療費適正化計画

 

No.     

1 

保健医療

栃木県医 会 会    

2 栃木県 医 会    

3 栃木県 会 会    

4 栃木県 協会 会    

5 栃木県 会 会    

6 栃木県 協会 会    

7 
健康診査

等実施者

栃木県 保健 会 会    

8 栃木県保健  
 

医療  
保  

9 

医療 

保険者 

栃木県 健康保険 連 会    

10 健康保険組 連 会栃木連 会  上  

11 健康保険協会栃木     

12 栃木県 期 者医療 域連     

13

 

者 

医     

14 協医     

15 栃木県議会 
活保健

会  
  

16

 

栃木県 会   

17 栃木県 会 木    

（ ・ ） 
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（ ） 化 （ ４(2022) ）

・保険者等が 等の の い加入者に して りつけ医等と連

携して保健指導等を ことに り、 を予防する取組が が ています。 

・本県においては、栃木県医 会、栃木県保険者協議会 栃木県の 者におい

て、 に 予防に る連携協定を し、 1 には

栃木県 予防 を 定し、県 ての保険者に る取組の

進を図 ています。 

・ においては、 6 保険者において、 の

てを たす、 りつけ医等と連携した ・ の 予防の

取組が実施されています。（表 A-1-1、図 A-1）

  

保険者

健保

者

国保

国保

数 て
保険者数

数 て
保険者数

評価
者の る

た る

保健指 を る に に る

事業の評価を る

の を図る

栃木県医療費適正化計画（４期計画） 

（ ） 活 の 化 （令和４(2022)年 ）

・保険者等が 等の の い 者に して り け 等と

して保健 等を行うことに り、 を する取組が広がっています。

・本県においては、 県 会、 県保険者 議会 県の３者におい

て、 2 年 月に に る 定を し、 年 12 月には

県 を 定し、県内 ての保険者に る取組の

進を っています。 

取組状況

・令和 (2022)年度においては、2 保険者において、 の

てを たす、 り け 等と した ・ の の

取組が実施されています。（ 1 1、 1）

表 A-1-1 保険者 の実施状況 

保険者 17 8 42 4 34 26 42 81

健保組合 3 33 4 44

協会けん 1 1 1 1 1 1 1 1

共 組合 3 4 75 2 1 4 5

高 者
医療広域連合

1 1 1 1 1

市町国保 1 7 25 4 25 23 25 1

国保組合 2 1 2 5

成28 2 16

向

合 合
実施 て
実施 保険者

実施 て
実施 保険者

2 22

者の が で る と

りつけ医と連携した取組で る と

保健指導を実施する場合に 、 職が取組に携 る と

事業の を実施する と

進会議等との連携を る と
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 （ ４ ） 

・ ・ の 予防の取組を実施しているが、 の

が る 保険者 は、 推進会議等との連携

りつけ医との連携 について 実施 る が い す。（表 A-1- ） 

・ の実施に向けた としては、 が く、 い 保

険者 の実施 が くな ている 、 予 、 の

保険者の実 を ま た実施 の を る保険者が い

す。 表 A-1-  

 （ ） 

  

9

化
医

4
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（ ） 化 （ ４(2022) ）

・保険者等が 等の の い加入者に して りつけ医等と連

携して保健指導等を ことに り、 を予防する取組が が ています。 

・本県においては、栃木県医 会、栃木県保険者協議会 栃木県の 者におい

て、 に 予防に る連携協定を し、 1 には

栃木県 予防 を 定し、県 ての保険者に る取組の

進を図 ています。 

・ においては、 6 保険者において、 の

てを たす、 りつけ医等と連携した ・ の 予防の

取組が実施されています。（表 A-1-1、図 A-1）

  

保険者

健保

者

国保

国保

数 て
保険者数

数 て
保険者数

評価
者の る

た る

保健指 を る に に る

事業の評価を る

の を図る
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（ ） 定健康 （令和３(2021)年 ）

  ・ 20 年度 、40 4 までの 保険者 者に する内

（ ）に 目した特定健康 の実施が保険

者に義 け れています。 

・特定健康 は、 の 保 者を し、 の を目的

とする特定保健 に な る点に特 が ります。 

実施状況

・ 省が している本県の特定健康 の実施 は （令和３年

度）で、 国の実施 と概 ですが、 30(201 )年度 令和５(2023)

年度までの３ における県 の目 0 に ない でした。 

保険者 の状況

・保険者 に 国 と すると、健保組 、 会け 、 済組 が

国を っており、 国保 国保組 が 国を っている です。 

( 2 1) 

・ 国保では、 、 が 0 を ていますが、12 に

おいて 40 に いていま でした。（ 2 2）

 A-2-1 保険者 の実施状況 

   

  

表 A-2-1 ３期の保険者 の 定健康 実施 の （ 国・栃木県） 

6

80

80 8

36

0 

30

6

81 8 

3 

88  

3  

1 2 

28  

8 1

3 6

8 3

8 6

33 8

21 3

28 2

0 20 0 60 80 100

健保組

協会け

済組

国保

国保組

( )

健康

3 国 3栃木県 2 栃木県

（ ）

国保組合

7 85 65 6 7

国目標 健保 合健保 協会けん 共 組合 市町国保
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 A-2-2 国 健康保険 の実施状況（令和３(2021)年 ） 

  

定健康 の実施 に けた取組

・保険者は、実施 のため、40 を とした健 の実施、健康意 の

と健 等の実施 の のための周知・ 、健 に た保健

の実施や の受 等を行っています。( 2 2)  

表 A-2-2 保険者 の取組状況

保険者 32 41 78 35 41 85 28 41 68

健保組合 7 78 1 8 8

協会けん 1 1 1 1 1 1 1 1 1

共 組合 1 4 25 3 4 75 4

市町国保 23 25 2 21 25 84 1 25 76

国保組合 2 1 2 5 2

実施率向上のための取組 保健指導の実施 診健診の実施 ・

実施
保険者

合
実施
保険者

合
実施
保険者

合
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（ ） 定健康 （令和３(2021)年 ）

  ・ 20 年度 、40 4 までの 保険者 者に する内

（ ）に 目した特定健康 の実施が保険

者に義 け れています。 

・特定健康 は、 の 保 者を し、 の を目的

とする特定保健 に な る点に特 が ります。 

実施状況

・ 省が している本県の特定健康 の実施 は （令和３年

度）で、 国の実施 と概 ですが、 30(201 )年度 令和５(2023)

年度までの３ における県 の目 0 に ない でした。 

保険者 の状況

・保険者 に 国 と すると、健保組 、 会け 、 済組 が

国を っており、 国保 国保組 が 国を っている です。 

( 2 1) 

・ 国保では、 、 が 0 を ていますが、12 に

おいて 40 に いていま でした。（ 2 2）

 A-2-1 保険者 の実施状況 

   

  

表 A-2-1 ３期の保険者 の 定健康 実施 の （ 国・栃木県） 

6

80

80 8

36

0 

30

6

81 8 

3 

88  

3  

1 2 

28  

8 1

3 6

8 3

8 6

33 8

21 3

28 2

0 20 0 60 80 100

健保組

協会け

済組

国保

国保組

( )

健康

3 国 3栃木県 2 栃木県

（ ）

国保組合

7 85 65 6 7

国目標 健保 合健保 協会けん 共 組合 市町国保
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（ ） （ (2021) ）

・保険者には、特定健康診査の に づ 、 活 の 定（

）を い、 定の に する者について、特定保健指導を こと

け れています。 

・ が 表している本県の特定保健指導の実施率は り、

の 6 を 上 ています。（図 A- -1） 

・ 1 ま の 期 における県 の

は すが、実 は に ない す。 

・保険者 に と すると、健保組 、協会け 、 組 、

保が を上 ており、 保組 が を ている す。（図

A- -1） 

・県 の を するた の保険者 の実施率を した保険者は、健

保組 保険者、 組 保険者、 保 保険者 した。 

（表 A- -1、表 A- - ） 

・ 保 は、1 において、実施率が に いていま した。 

（図 A- - ） 

 
（ 木 ） 

木 は、特定健診を 健診と 間 な ています。特定健診を 診

し すい を るた に、 ・日 日に健診日を けたり、 けが 診

る デ ー デ を けたりしています。また、健診 会は い、

的に を し、指導するとと に、 の健診 診する

に しています。 診者に しては、 診者のタ

に た を し、 診 を な ています。健診 し

診、 ま の れを の してお

り、健診 診の につなが ています。 
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 A-3-1 保険者 の実施状況

表 A-3-1 ３期の保険者 の 定保健 実施 の （ 国・栃木県） 

表 A-3-2 保険者 の実施状況 

2 6 

31 1 

16  

31  

2  

13 2 

2 8

3 8 

23  

2  

3 1 

2 0 

1 0 

3 0 

13 6 

21 1 

30 0 

2 0 

0 10 20 30 0 0

健保組

協会け

済組

国保

国保組

3 国 3栃木県 2 栃木県

（ ）

共 組合 国保組合

45 3

市町国保

6

国目標 健保 合健保 協会けん

45 55 3 35

保険者 4 41 1 8 41 2

健保組合 2 22 1 11

協会けん 1 1

共 組合 1 4 25 2 4 5

市町国保 1 25 4 5 25 2

国保組合 2 2

成
保険者

合
成

保険者
合

成27 2 15 2 21

向
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（ ） （ (2021) ）

・保険者には、特定健康診査の に づ 、 活 の 定（

）を い、 定の に する者について、特定保健指導を こと

け れています。 

・ が 表している本県の特定保健指導の実施率は り、

の 6 を 上 ています。（図 A- -1） 

・ 1 ま の 期 における県 の

は すが、実 は に ない す。 

・保険者 に と すると、健保組 、協会け 、 組 、

保が を上 ており、 保組 が を ている す。（図

A- -1） 

・県 の を するた の保険者 の実施率を した保険者は、健

保組 保険者、 組 保険者、 保 保険者 した。 

（表 A- -1、表 A- - ） 

・ 保 は、1 において、実施率が に いていま した。 

（図 A- - ） 

 
（ 木 ） 

木 は、特定健診を 健診と 間 な ています。特定健診を 診

し すい を るた に、 ・日 日に健診日を けたり、 けが 診

る デ ー デ を けたりしています。また、健診 会は い、

的に を し、指導するとと に、 の健診 診する

に しています。 診者に しては、 診者のタ

に た を し、 診 を な ています。健診 し

診、 ま の れを の してお

り、健診 診の につなが ています。 
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A-3-2 国 健康保険 の実施状況（令和３(2021)年 ） 

  

定保健 の実施 に けた取組

・保険者は、実施 のため、 者が 用しやすい 会の 、 者

の健康 の意 けや を す取組との 、特定保健 の 要

の を るための り い 、実 の ・ のための 的な

内 の し等に めています。また、 に る や

を 用した の実施な の取組も広がっています。（ 3 3） 

表 A-3-3 保険者 の実施状況  

  

保険者 31 41 76 23 41 56

健保組合 7 78 7 78

協会けん 1 1 1 1 1 1

共 組合 1 4 25 3 4 75

市町国保 22 25 88 11 25 44

国保組合 2 1 2 5

ト 指標による を活用した指導の実施

実施
保険者

合
実施
保険者

合
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（４） 計画 （ ４(2022) ）

・保険者は保健 の実施 として、特定健康診査等の実施の 、加入者の健

康の保持増進のた に な を 的に推進していく を ており、

1 はデータ に づく の実施が進 れていま

す。 

・データ は、 保険者す て 定されており、 に づいた保健

が実施されています。 1 保 者において、 に て保健

の推進がされており、 保険者において 指 を 定した実施

がされています。また、 1 保険者において、保健 の実施・ に た

て、 との連携 が されています。（表 A- -1） 

上 は、「 の向上」の に した特定保健指導に取り組 います。 

 は に保健 ーを し、 職 の保健

指導の 指導を 、 は を 等、保健指導

の に ています。 

（ ） 

特定保健指導の実施に た ては、

の分 実施を し、 者の の向上と

実施率の向上を図 ています。また、

は 実施を 実施に し、 健診 診

者に加 て 間 診者 とする等、 者に

た保健指導の実施に向けた取組を進 ています。

 

栃木県医療費適正化計画（４期計画） 63

A-3-2 国 健康保険 の実施状況（令和３(2021)年 ） 

  

定保健 の実施 に けた取組

・保険者は、実施 のため、 者が 用しやすい 会の 、 者

の健康 の意 けや を す取組との 、特定保健 の 要

の を るための り い 、実 の ・ のための 的な

内 の し等に めています。また、 に る や

を 用した の実施な の取組も広がっています。（ 3 3） 

表 A-3-3 保険者 の実施状況  

  

保険者 31 41 76 23 41 56

健保組合 7 78 7 78

協会けん 1 1 1 1 1 1

共 組合 1 4 25 3 4 75

市町国保 22 25 88 11 25 44

国保組合 2 1 2 5

ト 指標による を活用した指導の実施

実施
保険者

合
実施
保険者

合
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表 A- -1 保険者 の実施状況

A- -1 国 健康保険 の実施状況（令和４(2022)年 ）

  

実施

ト
指標

実施

外 連
携実施 向 実施

ト
指標

実施

外 連
携実施

保険者 38 42 36 17 42 42 1 41 3 31

健保組合 1 7 1 1 8 7 4

協会けん 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

共 組合 4 4 1 4 1 4 4 1 4 4 1

高 者
医療広域連合

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

市町国保 23 25 2 23 14 25 25 1 25 25 23

国保組合 2 2 2 1 2 1 1

2 22

実施
保険者

合
実施

保険者
合

成28 2 16

データ を 定し、 に づ 保健事業を実施している

に づく保健事業について、 に って 進している

に づく保健事業について、 ト 指標を設定した実施 を行っている

に づく保健事業の実施・ に たっての外 関係 関との連携体 を している
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（５） ・健康 りのための へのイ の提

（令和４(2022)年 ）

・保険者等において、 者等の健康 に る を支援することを目的

として、 ・健康 くりに けた を する取組が広がって

います。 

取組状況

・本県においては、2 保険者で実施されており、事業の や

での事業の しの 、 の として 保険者本人

の取組に する や 保険者本人の としての健康 の ・ を

定する等の取組が行 れています。また、「健康的なまち くり」の 点を め

た 人 の に する事業が実施されています。（ 1） 

・ 国保においては、23 で実施されています。（ ） 

実施に けた

・取組 実施の としては、人 や の 定が で ること等が

課題として く がっています。（ 2） 

表 A- -1 保険者 の実施状況

向
健康な づくりの

を めた事業

保険者 14 42 36 27 15 42 64 2

健保組合 1 11 2 1 22

協会けん 1 1

共 組合 1 4 5 2 4 5

高 者
医療広域連合

1 1

市町国保 12 25 48 23 14 25 2 2

国保組合 2 2

成28 2 16

実施 保険者 合
実施 て
実施 保険者

合

2 22

被保険者等の予防・健康づくりを 進するため、被保険者の予防・健康づくりの取組や成果に て トを し、

の ト に て報 を設ける等の事業を実施している と

の事業の実施 、 事業が被保険者の行動 につながった ど 効果検証を行った上で、 検証に

づ 業 を行 など で事業の しを実施している と

プ 等の での被保険者本 の取組に する を、 の セ の の としている と

被保険者本 の成果としての健康指標の や を、 の セ の の としている と

栃木県医療費適正化計画（４期計画） 6

表 A- -1 保険者 の実施状況

A- -1 国 健康保険 の実施状況（令和４(2022)年 ）

  

実施

ト
指標

実施

外 連
携実施 向 実施

ト
指標

実施

外 連
携実施

保険者 38 42 36 17 42 42 1 41 3 31

健保組合 1 7 1 1 8 7 4

協会けん 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

共 組合 4 4 1 4 1 4 4 1 4 4 1

高 者
医療広域連合

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

市町国保 23 25 2 23 14 25 25 1 25 25 23

国保組合 2 2 2 1 2 1 1

2 22

実施
保険者

合
実施

保険者
合

成28 2 16

データ を 定し、 に づ 保健事業を実施している

に づく保健事業について、 に って 進している

に づく保健事業について、 ト 指標を設定した実施 を行っている

に づく保健事業の実施・ に たっての外 関係 関との連携体 を している
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 （ ４ ）

 

（ ）

・保険者は「日本健康会議」における取組と連動しつつ、加入者の健康の保持増進

を図ることが期待されています。 

栃木県

（ ４ ）

・栃木県保険者協議会は、予防・健康づくりに向けた地域と職域が連携した活

動として、特定健診・保健指導の実施率向上、保険者横断的な医療費の調査

分析、特定健診データの保険者間の移動の推進、保険者横断的な予防・健康

づくり等の取組を実施しています。（表A-6-1） 

予算不足
評価設定困難
検討中

工数・データ分析不足

1
1
1
1

被用者保険 国民健康保険

人員不足 人員不足 12
1
1
1
1

事業参加のハードルを下げるため
評価指標設定困難
事業の浸透を図っている段階のため
ポイント付与以外の方法によるため
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表A-6-1 栃木県保険者協議会における取組状況 

イ 国（経済産業省）による健康経営に取り組む企業の認定(令和５(2023)年３月)

・経済産業省では、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康

増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を認定する

「健康経営優良法人認定制度（中小規模法人部門）」を運用しています。 

・本県では、令和５(2023)年３月時点で、144社が認定を受けています。 

ウ 企業等の健康経営・健康宣言支援（令和５(2023)年６月）

・健康経営の概要・意義を国内企業に広く周知するとともに、健康経営に取り

組む企業の裾野を拡大することを目的として、日本健康会議等において、企

業の健康経営・健康宣言支援事業※33が推進されています。 

・令和５(2023)年６月時点で、県内保険者のうち、８保険者が事業を実施して

おり、保険者が登録等を行った企業数は1,440社です。 

※33 保険者から企業等へ健康経営・健康宣言の活動に関する取組内容や実施方法を提示し、それらの取組を実施す

ることを企業等から保険者へ登録させる仕組みや、その実践を推進するために保険者が認定を行う等、企業等にお

ける健康経営等を支援する事業。

×

○

所在地以外に住む加入者や被扶養者等が保健事業に参加しやすい環境づくりを
進めるため、特定健診・保健指導以外の保健事業を共同で実施する集合契約を保
険者協議会が連絡調整や支援をしている。

保険者が民間委託している保健事業について、成果指標の目標と実績を共有する
場を設けている。

都道府県と連携して、地域版日本健康会議を開催している。

×

加入者のレセプトデータや特定健診・事業主健診データ、利用者属性等を分析し
て、保険者による地域・職域の予防・健康づくりの取組に貢献している。 ○

特定健診・保健指導の実施率向上に向けて、実施率の高い保険者の取組例の共
有や、保険者共同での広報活動を行っている。

集合契約の連絡調整に加えて、被用者保険の被扶養者向け健診と自治体のがん
検診等の同時実施や、保険者でのがん検診等の実施など、健診の魅力を高めるた
めの保険者と医療関係者との連絡調整を広く行っている。

○

被用者保険の特定健診と国保・市町村の住民健診の共同実施など、都道府県内の
保険者共同での健診実施や、保険者間での健診実施の委託契約の締結に向け
て、保険者協議会が連絡調整や支援をしている。

×

都道府県医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会等とともに加入者の健康に関連
した社会的課題の把握に取り組んでいる。 ×

番号 項目 実施状況

1

2

3

○

4-1の取組を実施している場合、取組に関する効果検証を行ってる。 ×

7

4-1

5

6

8

4-2
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 （ ４ ）

 

（ ）

・保険者は「日本健康会議」における取組と連動しつつ、加入者の健康の保持増進

を図ることが期待されています。 

栃木県

（ ４ ）

・栃木県保険者協議会は、予防・健康づくりに向けた地域と職域が連携した活

動として、特定健診・保健指導の実施率向上、保険者横断的な医療費の調査

分析、特定健診データの保険者間の移動の推進、保険者横断的な予防・健康

づくり等の取組を実施しています。（表A-6-1） 

予算不足
評価設定困難
検討中

工数・データ分析不足

1
1
1
1

被用者保険 国民健康保険

人員不足 人員不足 12
1
1
1
1

事業参加のハードルを下げるため
評価指標設定困難
事業の浸透を図っている段階のため
ポイント付与以外の方法によるため
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（ ） 医 の 進

・保険者において、 を 用し、 者に して の 用

に る の を 知する（ 知）等の取組が広がっています。 

を める取組の状況（令和４(2022)年 ）

・８保険者において、 者を した で の数 等を

することや 知等の取組（ ）が実施されています。 

・取組 目 では、 に いての周知・ を実施している保険

者が も なく、 いで年 等に り 者を し、 用 を

すること が なくなっています。（ 1） 

  表A- -1 保険者 の実施状況 

   

   

向

保険者 11 42 26 1 42 45 8 42 1

健保組合 1 11 2 22 2 22

協会けん 1 1 1 1 1 1 1 1 1

共 組合 1 4 25 2 4 5 4

高 者
医療広域連合

1 1 1 1 1

市町国保 8 25 32 13 25 52 5 25 2

国保組合 2 2 2

成28 2 16 2 22

実施 て
保険者

合
実施 て

保険者
合

実施 て
保険者

合

の把握
薬剤
の把握 の実施 効果 報

・

保険者 35 32 12 33 24 3 38 23 4 32 37 1

健保組合 3 2 1 4 2 7 8 4 8 5 6 3

協会けん 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

共 組合 4 3 1 4 3 3 4 2 4 3 4

高 者
医療広域連合

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

市町国保 25 24 22 17 25 22 15 25 22 25 6

国保組合 1 1 1 2 2 1

効果

成28 2 16 2 22

の把握
薬剤
の把握 の実施
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    （ ４ ） 

（ ）（ ４ 0 ）

・ 医 の については、 の「 と の 本

1」において、 を ま に ての 県

上とするとい が定 れており、 の「調 医療費の動向調

査」に ると の本県における は り、

の を 上 ています。

・県 保険者の において （ ）が されてい

ます。（表 A- - ） 

評価

の数 を

ている

の を

ている

の 用 に いて

に て てい

る
に る を って

いる
の

ている
ている

の 用 の
に る の

被保険者に ル 方
に いての ・ を ってい
る

栃木県医療費適正化計画（４期計画） 6

（ ） 医 の 進

・保険者において、 を 用し、 者に して の 用

に る の を 知する（ 知）等の取組が広がっています。 

を める取組の状況（令和４(2022)年 ）

・８保険者において、 者を した で の数 等を

することや 知等の取組（ ）が実施されています。 

・取組 目 では、 に いての周知・ を実施している保険

者が も なく、 いで年 等に り 者を し、 用 を

すること が なくなっています。（ 1） 

  表A- -1 保険者 の実施状況 

   

   

向

保険者 11 42 26 1 42 45 8 42 1

健保組合 1 11 2 22 2 22

協会けん 1 1 1 1 1 1 1 1 1

共 組合 1 4 25 2 4 5 4

高 者
医療広域連合

1 1 1 1 1

市町国保 8 25 32 13 25 52 5 25 2

国保組合 2 2 2

成28 2 16 2 22

実施 て
保険者

合
実施 て

保険者
合

実施 て
保険者

合

の把握
薬剤
の把握 の実施 効果 報

・

保険者 35 32 12 33 24 3 38 23 4 32 37 1

健保組合 3 2 1 4 2 7 8 4 8 5 6 3

協会けん 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

共 組合 4 3 1 4 3 3 4 2 4 3 4

高 者
医療広域連合

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

市町国保 25 24 22 17 25 22 15 25 22 25 6

国保組合 1 1 1 2 2 1

効果

成28 2 16 2 22

の把握
薬剤
の把握 の実施
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表 A- -2 保険者 の実施状況

A- -2 国 健康保険 の実施状況（令和４(2022)年 ） 

  

  

保険者 42 2 42 6

健保組合 7 78

協会けん 1 1 1 1

共 組合 4 3 4 75

高 者
医療広域連合

1 1 1 1

市町国保 25 17 25 68

国保組合 2 2

8 成 保険者 合 8 成 保険者 合

成28 2 16 2 22

向

の調 成28 2 16 に ける目標 7 でしたが、

のために8 成 を してい す。
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医 医

・ の データに る 1 の 医 の

（医 （入 、入 ）・ ・調 ） は、本県は り

くな ています。（表 A- - ） 

 医療 医 （ ） 

  

  

（ ）適正 適正 （ ４ 2 22 ）

・保険者において、加入者に して 指導等を ことに り、 の医療

して の を ける等の について、加入者の ・

診を す取組が が て ています。 

・ 保険者において取組が実施されており、保険者 は、協会け 、 期

者医療 域連 、 保 保組 取組が進 いる 、 組

は実施されていま 。（表 A- -1、図 A- ） 

 

 

80.4% 79.6%

国

保険者

健保

者

国保

国保

数 保険者 数 保険者
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医 ・ を めた 医

・ 省 の に る令和３(2021)年度 の の 用

（ （ 、 ）・ ・ ）では、本県は 国 りも 0

くなっています。（ 3） 

表 A- -3 医療 関における 医 （令和３(2021)年 ） 

  

省  

（ ）適正 ・適正 を す取組（令和４(2022)年 ）

・保険者において、 者に して 等を行うことに り、 数の

して の を受ける等の事 に いて、 者の ・ 受

を す取組が広がって ています。 

取組状況

・2 保険者において取組が実施されており、保険者 では、 会け 、

者 広域 、 国保や国保組 で取組が進 でいる で、 済組

では実施されていま 。（ 1、 ） 

表 A-8-1 保険者 の実施状況

保険者が 定の により、 者を した し る。 

8 4 7 6

県 国

保険者 2 42 48 2 42 71

健保組合 2 22

協会けん 1 1 1 1 1 1

共 組合 1 4 25 4

高 者
医療広域連合

1 1 1 1 1 1

市町国保 17 25 68 24 25 6

国保組合 2 1 2 5

実施 保険者 合 実施 保険者 合

成28 2 16 2 22

向
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表 A- -2 保険者 の実施状況

A- -2 国 健康保険 の実施状況（令和４(2022)年 ） 

  

  

保険者 42 2 42 6

健保組合 7 78

協会けん 1 1 1 1

共 組合 4 3 4 75

高 者
医療広域連合

1 1 1 1

市町国保 25 17 25 68

国保組合 2 2

8 成 保険者 合 8 成 保険者 合

成28 2 16 2 22

向

の調 成28 2 16 に ける目標 7 でしたが、

のために8 成 を してい す。
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A-8 国 健康保険 の実施状況（令和４(2022)年 ） 

・お を にまとめることや に する周知・ 、

の推進（ の を む）のための周知・ は、

ち も ６ の保険者が取り組 でいます。（ 2） 

表 A-8-2 ・ への取組状況 

保険者 26 42 62 25 42 6

健保組合 1 11

協会けん 1 1

共 組合 4 4

高 者
医療広域連合

1 1 1 1

市町国保 23 25 2 24 25 6

国保組合 1 2 5 1 2 5

薬 を に とめる とや
ー ーに関する ・

セ デ ー のための
・

実施
保険者

合
実施
保険者

合
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・保険者は、 の実 に て、 ・ 受 は ・ のい れ

いは れ を組 た に り 者を し、 門 に る 等での

を実施しています。（ 3） 

表 A-8-3 者の適正 ・適正 を す取組の実施状況 

県 者 広域 では、 県 会と し、 ・ 者

を とした ・ を行っています。 

・ を行う には、広域 保健 に の 門 も 行する

、 県 会が推 する が 会議 を して ・  

会と した ・ 者 事業

（栃木県 期 者医療 ） 

を行い、 を ま て の支援 を する

にも、 、 、広域 の 者が を行って

います。また、令和５年度 は 者の 定の

にも に し、 、 、広域 の

者で を行っています。 

取組事  

取組項目

同時 に の医療 関 同 の薬剤 同
の効 ・効果が る薬剤を ている者
1 に2 以上のレセプトを有する 診者で って

で 診指導が な者
・ 剤 薬者等 の保健指導の に

づ 実施

診状況や 薬についての を
等による指導 健康状況・ 診状況の
職による ・ 指導
ートを し、 を えた指導を実施

ー ー の 、 りつけ医 の
を

とにレセプト等により 薬状況等を

剤

につ の薬剤が ている者
1 間に同 薬効の医薬 の合 日 が6
日を える場合 を く
同 に同 診療科の の医療 関を 診し、

が した場合
1 に2 以上のレセプトを有する 診者で って

剤 で 診指導が な者
・ 剤 薬者等 の保健指導の に

づ 実施

診状況や 薬についての を
等による指導 健康状況・ 診状況の
職による ・ 指導
ートを し、 を えた指導を実施
ー ー の 、 りつけ医 の

を
とにレセプト等により 薬状況等を

・ 診

に同 の を に の医療 関を
診している者

に同 診療科の の医療 関を 診して
いる者
同 医療 関を に 日以上 診し、 の状
が している者
1 に2 以上のレセプトを有する 診者で って

・ 診で 診指導が な者
整施 ・ で以 に する者

・ 15日以上の施 が 以上
・同 の治療で、同 内に2 所以上の
施 所で施 を けた状 が3

・整 外科と 整の 診

、 による 状把握
診状況や 薬についての を

職による ・ 指導
ートを し、 を えた指導を実施

等による指導 健康状況・ 診状況の
ー ー の 、 りつけ医 の

を
とにレセプト等により 薬状況等を

の定 や 間、 等の設定 保険者により なり、上 例。

実施 者 者 の プ ー
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A-8 国 健康保険 の実施状況（令和４(2022)年 ） 

・お を にまとめることや に する周知・ 、

の推進（ の を む）のための周知・ は、

ち も ６ の保険者が取り組 でいます。（ 2） 

表 A-8-2 ・ への取組状況 

保険者 26 42 62 25 42 6

健保組合 1 11

協会けん 1 1

共 組合 4 4

高 者
医療広域連合

1 1 1 1

市町国保 23 25 2 24 25 6

国保組合 1 2 5 1 2 5

薬 を に とめる とや
ー ーに関する ・

セ デ ー のための
・

実施
保険者

合
実施
保険者

合
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県 医療費 （ (2021) ）

・本県の 健康保険における、 1 の たり 調 医

療費 地域 指 は、 る。 

   医療費  

    

医療費              

 医療費 医療費 正

化  

指数

国

362,340

386,610

0.937

1.000

人 た
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県

（ ） （ (2020) ）

                  

 

（ ） 35 （ (2019) ）

                  

栃木県 （ ）  

 期

（ 費 県 ） 
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県 医療費 （ (2021) ）

・本県の 健康保険における、 1 の たり 調 医

療費 地域 指 は、 る。 

   医療費  

    

医療費              

 医療費 医療費 正

化  

指数

国

362,340

386,610

0.937

1.000

人 た
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栃木県医療費適正化計画

 

  栃木県 医療費 栃木県医療費適正化計画

 

 

   

 

  栃木県   

 

  ４  

    

 

  医療費適正化  

    計画  

    （ ） 
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栃木県医療費適正化計画

 

  栃木県 医療費 栃木県医療費適正化計画

 

 

   

 

  栃木県   

 

  ４  

    

 

  医療費適正化  

    計画  

    （ ） 
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４

（ ） 化

計 正   

（ ）

（ （ ） ） 

栃木県 ４ 県  

  

 
 

 

 

 

 
 

 

  

（ ）

（ ）

 
 

 
   

 

 
 

    

    
 

 
 

 

総
数
２
０
歳
代

３
０
歳
代

４
０
歳
代

５
０
歳
代

６
０
歳
代

７
０
歳
以
上

総
数
２
０
歳
代

３
０
歳
代

４
０
歳
代

５
０
歳
代

６
０
歳
代

７
０
歳
以
上

総
数
２
０
歳
代

３
０
歳
代

４
０
歳
代

５
０
歳
代

６
０
歳
代

７
０
歳
以
上

（ ）
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（ ） 県 医

医 医 計  

栃木県医療費適正化計画（４期計画） 81

４

（ ） 化

計 正   

（ ）

（ （ ） ） 

栃木県 ４ 県  

  

 
 

 

 

 

 
 

 

  

（ ）

（ ）

 
 

 
   

 

 
 

    

    
 

 
 

 

総
数
２
０
歳
代

３
０
歳
代

４
０
歳
代

５
０
歳
代

６
０
歳
代

７
０
歳
以
上

総
数
２
０
歳
代

３
０
歳
代

４
０
歳
代

５
０
歳
代

６
０
歳
代

７
０
歳
以
上

総
数
２
０
歳
代

３
０
歳
代

４
０
歳
代

５
０
歳
代

６
０
歳
代

７
０
歳
以
上

（ ）
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（４）
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（ ） 医療費

   

  医 療医療費（ ） 

  医 療医療費（ ） 

医療費  
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（４）

  

  

  

 



栃木県医療費適正化計画（４期計画） 85
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（ ） 医療費 （ ）

医療費  

（ ） 医療費

医療費 栃木県






